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はじめに 本資料について 

 

1. 対象サービス 

この資料は居宅介護支援及び介護予防支援を対象とした資料です。 

 

2. 資料中の用語 

この資料中に使用する用語は次のとおりです。 

○条例（【居○条】は居宅介護支援に関する条例、【予○条】は介護予防支援に関する条                            

例を指します。） 

居：札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例（平成 26     

年条例第 55号） 

予：札幌市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例（平成 26 

年条例第 56号） 

 ○解釈通知 

  居は居宅介護支援、予は介護予防支援を指します。 

  居：指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（平成 11年７

月 29日老企第 22号） 

  予：指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準について（平成 18年３月 31日老

振発 0331003 号、老老発 0331016 号） 

○報酬告示 

 居は居宅介護支援、予は介護予防支援を指します。 

 居：指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成 12年２月 10日厚

生省告示第 20 号） 

 予：指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成 18年３月 14日厚

生労働省告示 129 号） 

 〇留意事項通知 

居は居宅介護支援、予は介護予防支援とします。 

居：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居

宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費

用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12年

３月１日老企第 36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

予：指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上

の留意事項について（平成 18年３月 17日老計発第 0317001 号、老振発第

0317001号、老老発第 0317001 号）  
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3. この資料について 

この資料は運営に関する主な基準や解釈通知、介護報酬に係る留意事項について抜粋し

ているものです。令和６年度の改正箇所は下線を引いています。また、札幌市として補

足する内容は網掛けとしています。指定事業者はこの資料のほか、法令、省令や国の通

知等のほか、下記を参考に、適切な運営等を行ってください。 

○人員、運営の基準 

条例 URL:https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/kijyunnjyourei.html 

解釈通知 URL:https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/2024_kaisyakutuchi.html 

 介護報酬の解釈 令和６年４月版（指定基準編） 

 

 

 

 

○報酬算定 

報酬告示 URL:https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/2024_hiyounogakukijun_ryuijiko.html 

留意事項通知 URL:https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/2024_hiyounogakukijun_ryuijiko.html 

介護報酬の解釈 令和６年４月版（単位数表編） 

 

 

 

 

○Ｑ＆Ａ 

厚生労働省介護サービスＱ＆Ａ: 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html 

ＷＡＭＮＥＴ:https://www.wam.go.jp/wamappl/R3kaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=&qn=&tn=&pc=1 

厚労省令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ等：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html 

介護報酬の解釈 令和６年４月版（Ｑ＆Ａ・法令編） 

  

 

 

 

○手続き・届出等及び最新情報 

 札幌市ホームページ「介護事業者のみなさまへ」 

URL: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k200index.html 

介護保険最新情報（厚生労働省） 

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/kijyunnjyourei.html
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/2024_kaisyakutuchi.html
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/2024_hiyounogakukijun_ryuijiko.html
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/2024_hiyounogakukijun_ryuijiko.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
https://www.wam.go.jp/wamappl/R3kaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=&qn=&tn=&pc=1
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k200index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
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第１ 運営指導と監査について 

 

札幌市では、札幌市介護保険施設等指導監査要綱に基づき、指導及び監査を行っていま

す。本市は、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭におき、介護給付等対象サービス及

び第１号事業の取扱い並びに介護報酬等の請求等に関する事項について、周知徹底とその

遵守を図ることを指導方針としています。 

 

 

1. 指導 

(1) 運営指導 

運営指導は、原則として、指定の有効期間内に少なくても１回以上、次の内容につい

て、原則、実地で行います。 

○ 個別サービスの質（設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む。）に関す

る指導 

○ 基準等に規定する運営体制に関する指導 

○ 加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導 

(2) 集団指導 

 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容や制度改正内容

等を始めとし、過去の指導事例等に基づく指導内容について、年１回以上、一定の場

所での集合講習等（オンライン等の活用も可）の方法により行います。 

 

2. 監査 

(1) 方針・選定 

監査は、通報、苦情等や運営指導における情報を踏まえ、次の指定基準違反等又は人

格尊重義務違反の確認を立入検査等により行い、事実関係の把握、公正かつ適切な措

置を採ることを主眼に行います。 

○ 人員、設備及び運営に関する基準に従っていない認められる場合※ 

○ 介護報酬の請求について不正を行っていると認められる場合※ 

○ 不正の手段により指定等を受けていると認められる場合※ 

○ 利用者等の生命若しくは身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる

場合※ 

※いずれもその疑いがあると認められる場合を含みます。 

（参考） 

札幌市介護保険施設等指導監査要綱※（令和５年９月６日改訂） 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/20230906shidokansayoukou.pdf 

※本市ホームページに掲載しています。 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/20230906shidokansayoukou.pdf
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(2) 行政上の措置 

監査の結果、人員、設備及び運営に関する基準違反の事実が確認された場合は、改善

勧告、命令を行うほか、重大な指定基準違反又は人格尊重義務違反があった場合は、

指定の一部又は全部の停止や取消し等を行うことがあります。 

 

 

  

（過去の事例） 

○不正請求（介護保険法第 84条第 1 項第 6号） 

居宅サービス計画書に利用者の同意を得ていない等運営を適正に行っていなかっ

たにも関わらず、運営基準減算を算定せずに居宅介護支援費を不正請求した。 

⇒指定取消 

○不当な行為（介護保険法第 84 条第 1項第 11号） 

事業所の管理者が介護支援専門員の立場でありながら、同法人が運営する他の事

業所の不正請求を自ら行い、著しく不当な行為を行った。 

⇒指定の全部効力の停止 ５か月 

 

このほか、行政処分の事例は本市ホームページ「介護保険施設等に対する行政処分

について」に掲載しています、

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/gyoseisyobun.html 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/gyoseisyobun.html
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第２ 人員に関する基準 

 

1. 管理者【居６条 予６条】（解釈通知：居第 2-2(2) 予第 2-2(2)） 

○ 事業者は事業所ごとに常勤の管理者を置かなければなりません。 

○ 管理者は次に掲げる場合を除き専らその職務に従事する者でなければなりません。 

○ 居宅介護支援及び指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の管理者

は、主任介護支援専門員でなければなりません。 

ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある

場合については、要件の適用を１年間猶予できる場合があります。 

■当該事業所の介護支援専門員の職務に従事させる場合 

■管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する事業所の管理に支

障がない場合に限る。） 

（管理に支障がある場合の例） 

訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者との

兼務。事故、災害発生時等の緊急時において管理者が速やかに事業所又は利用

者の居宅に駆け付けることができない体制は、管理者の業務に支障があると考

えられるため兼務はできません。 

（管理者の要件） 

■令和３年４月１日以降に、管理者の変更や休止中の事業所が再開する場合、

管理者は主任介護支援専門員の資格を有している必要があります。 

■令和３年３月 31日時点で、主任介護支援専門員でない者が管理者であって、

当該管理者が管理者を継続する場合に限り令和９年３月 31日まで、主任介護

支援専門員の適用は猶予されます。 

 

（著しく困難である等やむを得ない理由の例） 

管理者本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生や急な退職や転居等

「不測の事態の発生」による理由であること※ 

※札幌市では、人事異動により不在となった場合、法人内の他の事業所に主

任介護支援専門員がいる場合や募集行為を行っていない場合は、猶予は認

められません。配置ができない場合は休止等の検討が必要となります。 

（やむを得ない理由がある場合は） 

その理由と改善に係る計画書（管理者確保のための計画書）を本市に届出る

必要があります。計画書等は次の本市ホームページをご確認ください。 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/kyotakukannrisyayouken.html 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/kyotakukannrisyayouken.html
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2. 従業者の員数【居５条 予５条】（解釈通知：居第 2-2(1) 予第 2-2(1)） 

(1) 居宅介護支援の場合 

○ 事業所ごとに 1 以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員で

あって、常勤であるものを置かなければなりません。 

○ 「利用者」の数を 44※で除して得た数（その数に１未満の端数があるときは、そ

の端数を切り上げた数）以上の員数が必要です。 

○ 指定介護予防支援を行う場合にあっては、指定介護予防支援の利用者の数に３分

の１を乗じて得た数を「利用者」に加えてください。 

○ 増員に係る介護支援専門員は非常勤とすることを妨げるものではありません。 

※ ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置（P46）している場合

は、49になります。 

  (2) 介護予防支援の場合 

① 地域包括支援センター 

   事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師そ

の他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を置かなければなりません。 

   ② 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者 

   事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援

専門員を置かなければなりません。  

（参考 解釈通知：居第 2-2(3) 予第 2-2(3)） 

「常勤」とは 

■当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者

が勤務すべき時間数（週 32時間を下回る場合は週 32 時間を基本とする）に達して

いることをいうもので雇用契約上の正職員・パート職員の区別ではありません。 

■法令に基づく育児休業、介護休業等、所定労働時間の短縮措置が講じられている者

については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例

外的に常勤の従業者が勤務すべき時間を 30 時間として取り扱うことが可能です。 

「専らその職務に従事する（専従）」とは 

 原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこ

とをいうものです。 

「常勤換算方法」とは 

非常勤等について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従

業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方

法」です。 

「勤務延時間数」とは、 

「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間※（または準備等を行う

時間(待機時間含む)）として明確に位置づけられている時間の合計数」です。 

※非常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」）の時間は、サービス提供に従事す

る時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めません。 



7 

 

第３ 運営に関する基準 

 

1. 内容及び手続の説明及び同意【居７条 予７条】（解釈通知：居第 2-3(2) 予第

2-3(2)） 

 事業者は支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、以下

の説明等を行わなければなりません。 

 ○ 重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用申

込者の同意を得ること 

 ○ 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができるこ

と、居宅サービス計画原案に位置付けた事業者等の選定理由の説明を求めることが

可能なことにつき説明を行い、理解を得なければならないこと 

○ 病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門

員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めること 

 ○ （居宅介護支援の場合）前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成され

た居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着

型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられ

た居宅サービス計画の数が占める割合※、並びに前６月間に当該指定居宅介護支援事

業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数の

うちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提

供されたものが占める割合※につき説明を行い、理解を得るよう努めること 

※占める割合は上位３位まで説明が必要です。 

（前６か月間の割合 説明文書 例） 

① 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通

所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合 

訪問介護       ○○％   通所介護    ○○％ 

地域密着型通所介護  ○○％   福祉用具貸与     ○○％ 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通

所介護、福祉用具貸与各サービスの、同一事業者によって提供されたものの割合 

訪問介護 ○○事業所 ○％ □□事業所 ○％ △△事業所 ○％ 

通所介護 △△事業所 ○％ ××事業所 ○％ ○○事業所 ○％ 

地域密着型通所介護 □□事業所 ○％ △△事業所 ○％ ××事業所 ○％ 

福祉用具貸与 ××事業所 ○％ ○○事業所 ○％ □□事業所 ○％ 

 年 月 日 

             上記について説明を受け、内容について同意します。 

                         氏名   （自署）     
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2. 提供拒否の禁止【居８条 予８条】（解釈通知：居第 2-3(3) 予第 2-3(3)）及

びサービス提供困難時の対応【居９条 予９条】 

事業者は、正当な理由がなく指定居宅介護支援の提供を拒んではなりません。ここで

いう正当な理由とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用

申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、③利用申込者が他

の指定居宅介護支援事業者にも併せて依頼を行っていることが明らかな場合等です。 

また、正当な理由により利用申込者に対し自ら適切なサービスの提供が困難であると

判断した場合は、他の事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければなりません。 

 

 

 

 

（重要事項の電磁的方法について） 

■事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、文書の交付に代

えて電磁的方法で提供することができます。 

■電磁的方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより

文書を作成することができるものでなければなりません。 

■電磁的方法で提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族

に対し、その用いる電磁的方法及びファイルへの記録の方式を示し、文書又は電磁

的方法による承諾を得なければなりません。 

（「正当な理由」が否定される可能性のある場合の例） 

職員の不適切な言動に立腹した家族に対して、話し合い等信頼関係の回復に努めて再

発防止を図ったり、担当職員を変更したりすることもなく、また、後任の事業所の紹

介や利用者にとって必要なサービス提供等に必要な措置を講じることもなく、直ちに

契約を解除した場合 

 

(参考)厚生労働省 「介護現場におけるハラスメント対策」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html 

 

（重要事項に記す内容） 

重要事項には、①運営規程の概要、②介護支援専門員（担当職員の勤務の体制）、③秘

密の保持、④事故発生時の対応、⑤苦情処理の体制、⑥その他 の記載が必要です。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
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3. 基本取扱方針【居 15条 予 32 条】 

事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければなりません。札幌市では少なくとも年に１回は事業者自ら質の評価を実施し、

その結果を具体的な運営改善に繋げるよう指導しています。 

 

4. 管理者の責務【居 20条 予 19 条】 

 管理者は、次の管理等を一元的に行い、事業所の介護支援専門員その他の従業者に指定

基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う必要があります。 

○当該事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理 

○利用の申し込みに係る調整 

○業務の実施状況の把握 

○その他の管理 

 

5. 運営規程【居 21 条 予 20 条】（解釈通知：居第 2-3(13) 予第 2-3(13)） 

事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定

めなれければなりません。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 職員の職種、員数※及び職務内容 

(3) 営業日及び営業時間 (4) 提供方法,内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 (6) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(7) その他運営に関する重要事項 

※職員の「員数」は「○人以上」と記載することも差し支えありません。 

（質の評価 実施例） 

■自治体が作成した評価表を活用する方法  

札幌市や他自治体が作成した評価シートを用いて評価する方法です。札幌市が作成

した「事業所評価表」はホームページに掲載しています。 

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/jigyoushohyouka.html 

■利用者やその家族にアンケートを実施する方法  

利用者や家族にアンケートを実施し、サービスの質について評価します。利用者や

家族が具体的な意見を記載できるよう、質問項目を工夫して取組んでください。 

（通常の事業の実施地域について） 

■通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるもの※となります。 

※○○区の一部といったような表記は認められません。 

■通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安となります。本

市と接する市町村以外を通常の実施地域とすることは認められません（札幌市の取

扱い）。なお、利用者の転居等による提供等、通常の実施地域を超えて指定居宅介護

支援が行われることを妨げるものではありません。 

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/jigyoushohyouka.html
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6. 勤務体制の確保【居 22 条 予 21 条】（解釈通知：居第 2-3(14) 予第 2-3(14)） 

(1) 勤務表の作成 

事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支

援事業所ごとに、介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければ

なりません。 

(2) 研修機会の確保 

事業者は、介護支援専門員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなけ

ればなりません。 

(3) ハラスメント対策 

事業者は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であ

って、相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければなりません。  

（勤務表について） 

原則として月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員については、日々の勤務時

間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確しておく必要があります。 

（具体的な内容） 

■事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

■相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備※ 

※相談対応のための窓口（担当者を定める等）をあらかじめ定め、労働者に周知

すること 

（参考） 

事業者は、以下の資料を参考に方針等の作成や体制の整備を行ってください 

 

■「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべ

き措置等についての指針」（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号） 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2021housyuukaitei/documents/harasumento_seiteki.pdf 

■「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し

て雇用管理上講ずべき措置等についての指針」（令和２年１月 15 日厚生労働省告示第５号） 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2021housyuukaitei/documents/harasumento_yu

uetsuteki.pdf 

■厚生労働省 「介護現場におけるハラスメント対策」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html 

■厚生労働省 「職場におけるハラスメント防止のために」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2021housyuukaitei/documents/harasumento_seiteki.pdf
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2021housyuukaitei/documents/harasumento_yuuetsuteki.pdf
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2021housyuukaitei/documents/harasumento_yuuetsuteki.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
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7. 業務継続計画の策定等【居 22 条の２ 予 21 条の２】（解釈通知：居第 2-3(15) 

予居第 2-3(15)） 

事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の

提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければなりま

せん。

（業務継続計画（ＢＣＰ）の策定について） 

■事業者は「感染症発生時」及び「災害発生時」に係る業務継続計画を策定する必要

があります（一体的に作成することも可能です）。 

■業務継続計画には、それぞれ地域による想定される災害等について実態に応じて、

次の項目を記載する必要があります。 

（感染症に係る業務継続計画） 

①平時からの備え（体制構築・整備、備蓄品の確保等）、②初動対応、③感染拡大 

防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等 

（災害に係る業務継続計画） 

①平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止し

た場合の対策、必需品の備蓄等）、②緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応

体制等）、③他施設及び地域との連携 

■上記の各項目の記載内容は、次のガイドラインを参照して作成してください。 

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」 

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」 

（ガイドライン（厚生労働省）） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/douga_00002.html 

（当該業務継続計画（ＢＣＰ）に従う必要な措置について） 

■事業者は作成した業務継続計画に従い、従業者に対して必要な研修及び訓練（シュ

ミレーション）を実施しなければなりません。 

■研修は定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、実施内容を記録すること

が必要です。 

■訓練は作成した業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、発生した場合

に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施する必要があります。 

■訓練は、机上を含めその実施手法は問いません。机上及び実地で実施するものを適

切に組み合わせ実施してください。 

 （机上訓練の解説（厚生労働省）） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/douga_00002.html 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
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8. 設備及び備品等【居 23 条 予 22 条】（解釈通知：居第 2-3(16) 予居第 2-3(16)） 

 事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、支援の提供に必要な

設備及び備品等を備えなればなりません。 

○専用の事務室又は区画については、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切

なスペースを確保する必要があります。 

○相談のためのスペースは利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造としてくだ

さい。 

 

9. 感染症の予防及びまん延の防止のための措置【居 24条の２ 予 23条の２】

（解釈通知：居第 2-3(17) 予居第 2-3(17)） 

事業者は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければ

なりません。 

 ○感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること 

○対策を検討する委員会の開催（６月に１回以上） 

○委員会の結果について、従業者に周知徹底を図ること 

 ○感染症の予防及びまん延の防止のための研修（年１回以上）の実施※ 

 ○感染症の予防及びまん延の防止のための訓練（年１回以上）の実施※ 

 ※研修・訓練は、前頁の「感染症に係る業務継続計画」のための研修・訓練と一体的に

実施することも差し支えありません。 

  

（対策を検討する委員会（感染症対策委員会）について） 

■テレビ電話装置等を活用して行うことができます。 

■他の会議体と一体的に設置・運営することや他のサービス事業者との連携等に

より行うことは差し支えありません。 

■構成メンバーの責任及び役割分担を明確にすることが必要です。 

■感染対策を担当する者を決めてください。 

■感染対策を担当する者は、利用者や事業所の状況を適切に把握している者で職

務を遂行する上で支障がない場合は他の事業所・施設等との担当を兼務するこ

とは差し支えありません。 

■事業所の従事者が１名である場合は、委員会を開催しないことも差し支えあり

ません。 

 

（指針について） 

指針に明記する項目は、平常時の対策及び発生時の対応を規定するものとし、次

の「介護現場における感染対策の手引き」を参照の上、作成してください。 

（介護現場における感染対策の手引き（厚生労働省）） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001155694.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001155694.pdf
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（同意を得る文書の例） 

■サービス担当者間で家族の個人情報を用いる 

場合、対象に家族を含めてください。 

■家族の個人情報を用いる場合の 

家族の同意欄を設けてください。 

■家族の同意は、家族の代表から包括的に同意を 

 得ることで足ります。 

■代理人が家族であっても、その同意は利用者の 

同意を代理しているものです。家族の個人 

情報を使用することの同意にはなりません。 

 

 

（参考） 

「秘密情報の保護ハンドブック（誓約書の例など）」（経済産業省） 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/ 

10. 掲示【居 25条 予 24条】（解釈通知：居第 2-3(18) 予第 2-3(18)） 

○ 事業者は、事業所の見やすい場所に重要事項を掲示しなければなりません。 

○ 事業者は書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧

させることにより、掲示に代えることができます。 

○（令和７年度までの経過措置）事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲

載しなければなりません。 

 

11. 秘密保持【居 26 条 予 25 条】（解釈通知：居第 2-3(19) 予第 2-3(19)） 

(1) 利用者又はその家族の秘密保持 

○ 事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなりません。 

○ 事業者は介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置

を講じなければなりません。 

(2) 個人情報を用いる場合の利用者または当該家族の同意 

事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利

用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじ

め文書により得ておかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（必要な措置の具体例） 

従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を雇

用時に取り決め、例えば、違約金についての定めを置くなどの措置を講じてく

ださい。 

個人情報利用同意書 

 

私（利用者及びその家族）の個

人情報について… 

 

上記内容について同意します。 

○年○月○日 

利用者 （自署）  

家族 （自署）  

代理人 （自署）  

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/
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12. サービス事業者等からの利益収受の禁止【居 28 条 予 27 条】（解釈通知：居

第 2-3(20) 予第 2-3(20)） 

○ 管理者は、介護支援専門員に対して、例えば、同一法人系列等の特定の居宅サービ

ス事業者等によるサービスを位置づけるべき旨の指示等を行ってはいけません。 

○ 介護支援専門員は、利用者に対して特定の指定居宅サービス事業者等によるサービ

スを利用すべき旨の指示等を行ってはなりません。また、解決すべき課題に則さな

いサービスを位置づけることがあってはなりません。 

○ 事業者及び従業者は、利用者に対して特定の指定居宅サービス事業者等によるサー

ビスを利用させることの対償として、当該指定居宅サービス事業者等から金品その

他の財産上の利益を収受してはなりません。 

 

13. 苦情処理【居 29 条 予 28 条】（解釈通知：居第 2-3(21) 予居第 2-3(21)） 

 事業者は、自ら提供した支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービ

ス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければなりませ

ん。 

○ 苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければなりません。 

○ 市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、調査に協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けたときは、必要な改善及び改善内容の報告を行わなければな

りません。 

○ 自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等対する苦情の国民健康保

険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければなりま

せん。 

○ 自ら提供した支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け

た場合においては、必要な改善及び改善内容の報告を行わなければなりません。 

  

（事業所が掲示する事項） 

事業者は当該事業所における苦情処理のために講じる措置の概要について明らかに

し、「相談窓口の連絡先」、「苦情処理の体制」及び「手順」等を事業所に掲示し、か

つウェブサイト※に掲載しなければなりません。 

※ウェブサイトへの掲載は令和７年度までの経過措置となります。 
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14. 事故発生時の対応【居 30 条 予 29 条】（解釈通知：居第 2-3(22) 予第 2-3(22)） 

事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに本市及

び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。 

○ 事業者は利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合の対応方法につい

て、あらかじめ定めておいてください。 

○ 事業者は賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければなりません。 

○ 事業者は事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じな

ければなりません。 

 

15. 虐待の防止【居 30 条の２ 予 29 条の２】（解釈通知：居第 2-3(23) 予第 2-

3(24)） 

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければな

りません。 

（事故発生時の報告について） 

介護サービス提供中等に発生した事故の報告については「札幌市介護保険施設等に

おける事故発生時の報告取扱要綱」に基づき必要な報告等を行ってください。 

 

「札幌市介護保険施設等における事故発生時の報告取扱要綱」及び報告方法（原

則、オンラインによる申請となります。）は、次の本市ホームページをご確認くださ

い。https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k250jiko.html 

 

（報告を求める事故等） 

■ 利用者処遇に関するもの 

ア 死亡事故（病気によるものを除く。）,イ 虐待,ウ 失踪・行方不明（現在も捜

索中のもの）,エ 骨折・打撲・裂傷等（医療機関（施設の勤務医、配置医を含

む）に受診したもの）,オ 誤飲・異食・誤嚥、誤薬,カ 医療処置関連（チューブ

抜去等）,キ 不法行為 

■ 施設・事業所及び役職員に関するもの 

ア 不適切な会計処理,イ 不法行為等 

■ その他  

ア 事件報道が行われた場合,イ その他必要と認められる場合 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k250jiko.html
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○事業所における虐待の防止のための指針を整備すること 

○対策を検討する委員会の定期的な開催 

○委員会の結果について、従業者に周知徹底を図ること 

 ○虐待の防止のための研修の定期的な実施と実施内容の記録 

 ○虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと※ 

 ※担当者は、利用者や事業所の状況を適切に把握している者で職務を遂行する上で支障

がない場合は他の事業所・施設等との担当を兼務することは差し支えありません。   

（対策を検討する委員会（虐待防止検討委員会）について） 

■テレビ電話装置等を活用して行うことができます。 

■他の会議体と一体的に設置・運営することや他のサービス事業者との連携等

により行うことは差し支えありません。 

■構成メンバーの責任及び役割分担を明確にすることが必要です。 

（検討する事項について） 

■委員会その他事業所内の組織に関すること 

■虐待の防止のための指針の整備に関すること 

■虐待の防止のための職員の研修の無いように関すること 

■虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

■従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われ

る方法に関すること 

■虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防

止策に関すること 

■再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 

（指針について） 

指針に明記する項目は、次のような項目を盛り込んでください。 

■事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

■虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

■虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

■虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

■虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

■成年後見制度の利用支援に関する事項 

■虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

■利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

■その他虐待の防止の推進のために必要な事項 
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16. 記録の整備【居 32 条 予 31 条】 

 事業者は、次に定めるもののほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しなければなりません。記録の保存期間については、札幌市の条例で定めていますので

ご注意ください。 

（本市が定める記録の保存期間については、次のとおりです。） 

記録の種類 保存期間 

① サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

② 個々の利用者ごとに、次に掲げる事項を記載した支援台帳 

■ケアプラン 

■アセスメントの結果の記録 

■サービス担当者会議等の記録 

■モニタリングの結果の記録 

■モニタリングの結果の記録、評価（介護予防支援のみ）、 

完結の日（記録に係

る介護給付があった

日）から５年間 

③ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

④ 市町村への通知※に係る記録 

⑤ 苦情の内容等の記録 

⑥ 事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録 

完結の日（④：通知

を行った日、③・

⑤・⑥：対応が終了

した日）から２年間 

※正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等によ

り、要介護状態の程度を増進させたと認められる利用者、または、偽りその他不正の行

為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとした利用者に関する市町村への通知

をいいます。 
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1. テレワークの取扱い 

テレワークについては、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生

じないこと等を前提に、国において取扱いの明確化、職種や業務ごとに具体的な考え方

が示されています（以下、主な事項の抜粋）。事業者は次に記載の通知の内容を遵守す

る必要があります。 

 

(1) 管理者の業務（令和５年９月５日 介護保険最新情報 Vol.1169） 

（通知：https://www.mhlw.go.jp/content/001142612.pdf） 

○ 管理者がテレワークを行い、不在とする場合であっても、運営基準上定められた

責務を管理者自らが果たす上で支障が生じないよう体制を整えておくこと 

○ 勤務時間中、利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保す

ること 

○ 事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、管理者がテレワークを行

う場合における緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくこと 

  ○ 他の職種を兼務する管理者がテレワークを行う場合、管理者以外の各職種の人員

配置基準に違反しないようにすること 

    ○ 利用者やその家族、都道府県、市町村等から求めがあれば、当該事業所のテレワ

ークの取扱いについて適切かつ具体的に説明できるようにすること 

  

(2) 管理者以外の各職種の従業者について（令和６年３月 29日 介護保険最新情報 

Vol.1237） 

（通知：https://www.mhlw.go.jp/content/001238515.pdf） 

○ テレワーク実施者本人、管理者及びテレワーク実施者以外の他の従業者に過度な

業務負担が生じ、『利用者の処遇に支障が生じること』のないよう、留意すること 

○ 終日単位で事業所等を不在にするテレワークの実施については、利用者の処遇に

支障が生じないか、特に慎重に判断すること 

○ 勤務時間中、事業所等の現場に出勤する従業者とテレワーク実施者の間で適切に

連絡が取れる体制を確保すること 

○ テレワーク実施者の労働時間の管理等、適切な労務管理を行うこと 

○ 書類作成等の事務作業、事業所外の専門職との連絡等の業務については、予めテ

レワークを行う日時を決めておくこと 

○ 情報通信機器を用いた遠隔での面談等の実施については、意思疎通が十分に図れ

る利用者について、利用者本人及び家族の理解を得て行うなど、適切に対応する

こと 

第４ その他運営に関して 

https://www.mhlw.go.jp/content/001142612.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001238515.pdf
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(3) 個人情報の適切な管理について（令和６年３月 29 日介護保険最新情報 Vol.1237） 

○ 利用者やその家族に関する情報を取り扱う際は、個人情報保護関係法令、「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス※」及び

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン※」を参照し、特に個人情

報の外部への漏洩防止や、外部からの不正アクセスの防止のための措置を講ずる

こと 

※厚生労働省:ガイドライン等 URL: 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html 

○ 第三者が情報通信機器の画面を覗き込む、従業者・利用者との会話を聞き取るな

どにより、利用者やその家族に関する情報が漏れることがないような環境でテレ

ワークを行うこと 

○ 利用者やその家族に関する情報が記載された書面等を自宅等に持ち帰って作業す

る際にも、情報の取扱いに留意すること 

 

 

 

（利用者やその家族に関する情報が記載された書面等について） 

利用者ごとに作成する帳簿類の保管や利用者との面談相談に必要な設備及び

備品を備える場所は「事業所」になります（解釈通知 居・予：2-(3)-③）。 

事業者は、介護支援専門員が持ち帰った書面等を自宅等に保管することや面

談相談に必要な備品等を自宅に備えることのないよう適切に運営してくださ

い。 

（介護支援専門員（居宅介護支援・介護予防支援）） 

■書類作成等の事務作業については、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支

障がないと考えます。 

■居宅サービス計画の作成等をテレワークで行うに当たっては、適切なアセスメン

トやモニタリングが行われた上で実施する必要があります。 

■モニタリングをオンラインで行う場合には、運営基準の「モニタリングの実施

（居：P29 予：P37）」を遵守するとともに、利用者がテレビ電話装置等を用いた

状態で十分に意思疎通を図ることができることを確認してください。 

■サービス担当者会議をオンラインで行う場合には、家族含む関係者間で対象者の

現状を共有できるよう、また利用者・家族との意思疎通が十分にとれるよう、留

意してください。 

■利用の申込みに係る調整は、管理者の責務（P9）です。テレワークを実施する場

合、このほか管理者の責務を従業者が自宅等で行うことのないようにしてくださ

い。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
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2. 電磁的記録等【条例：居 34 条 予 36 条】（解釈通知：居第 2-5(1)(2) 予第 2-

6(1)(2)） 

○ 指定居宅介護支援や指定介護予防支援の提供にあたり書面で作成、保存を行うことが

規定されているものは電磁的記録により行うことができます。 

○ 書面で作成、保存を行うもののうち交付、説明、同意、承諾その他これらに類するも  

のについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法（電子的

方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法）によること

ができます。 

○ 電磁的方法による場合は、厚生労働省が作成するガイドライン等（P19参照）を遵守

する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電磁的記録等に関する札幌市の考え方） 

■札幌市では、原則、書面で相手方から同意・承諾を得ているものは書面の保存

とし、それ以外に作成するものは電磁的記録（データ保存）を可能としていま

す。 

■上記のほか、書面で自署（同意・承諾）を得たものをＰＤＦファイル等の電磁

的に記録する方法は、介護保険の運営基準上、必要な同意は得られているもの

と考えます。ただし、これは同意・承諾を得られた書面としての原本性を担保

するものではありません。法的証拠を争う場面が想定される場合等を鑑み、書

面で自署（同意・承諾）を得たものの記録の方法は各事業者でご判断くださ

い。 
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第６ 人員・運営基準に関する主な指導事例等 

以下、改善報告や介護給付費の返還等が発生した主な指導事例等（お問合せ含む）を記載

します。現在の運営状況と照らしあわせて改善事項がないかご確認ください。 

 

1. 人員基準関係に関する主な指導事例 

① 主任介護支援専門員（以下、「主任ケアマネ」という。）でない管理者の配置（居宅介

護支援及び指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合） 

（指導等） 

    この場合、①管理者を退職までに募集・配置する。②Ｂ事業所の管理者がＡ事業

所の管理を兼務する（同一敷地外の兼務は令和６年度以降の取扱い）。③Ｂ事業

所の主任ケアマネをＡ事業所の管理者に配置する。④Ａ事業所を廃止しＢ事業所

と統合する。ことが考えられます。事業者内に主任ケアマネが存在するため、一

時的に配置を猶予する「管理者確保のための計画書」は提出できません。 

② 介護支援専門員の資格 

（指導等） 

    当該者が行った業務の居宅介護支援費は運営基準減算として返還になります。 

③ 従業員の員数 

（指導等） 

    従業員は「利用者」の数を 44で除して得た数（その数に１未満の端数があると

きは、その端数を切り上げた数）以上の員数が必要です。（この事例の場合は、

２名の員数が必要です。） 

④ 非常勤の休暇や出張の取扱い 

（指導等） 

非常勤の従業者の休暇や出張の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえ

ないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めません。 

 

（事例）事業者（法人）は複数のＡ事業所・Ｂ事業所を運営している。Ａ事業所

の管理者が退職予定である。主任ケアマネはＢ事業所の管理者と従業員の２名が

存在している。 

 

（事例）従業員（管理者兼務）が１名であり、利用者が 50人いる。当該事業所は

ケアプラン連携システムの活用及び事務職員の配置の届出は行っていない。 

 

（事例）介護支援専門員の資格を更新していない従業者がいた。 

 

（事例）非常勤の有給休暇を勤務延時間数に含めて常勤換算していた。 
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2. 運営基準関係に関する主な指導事例等 

① 内容及び手続の説明及び同意（重要事項の説明） 

（指導等） 

    事業者はあらかじめ、利用申込者又はその家族に重要事項を記した文書を交付し

て説明を行い、同意を得なければなりません。併せて、利用者は複数の指定居宅

サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明を行

い、理解を得なければなりません。 

② 内容及び手続の説明及び同意（重要事項の内容） 

（指導等） 

    重要事項には運営規程の概要を記載する必要があります。運営規程を変更した場

合は、重要事項の記載内容と相違がないよう適宜修正してください。 

③ 内容及び手続の説明及び同意（重要事項の電磁的方法による提供） 

（指導等） 

    重要事項の電磁的方法による提供は、利用申込者又はその家族からの申出があっ

た場合に、文書の交付に代えて提供することができます。この場合、あらかじ

め、当該利用申込者又はその家族に対し文書又は電磁的方法による承諾を得る必

要があります。 

④ 質の評価 

（指導等） 

    少なくとも年に１回は事業者自ら質の評価を「自治体が作成した評価表」や「利

用者やその家族にアンケートを実施する方法」等で実施してください。 

 

 

 

 

 

（事例）重要事項及び利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう

求めることができること等が記載された文書は交付されていたが、同意を得てい

ないものがあった。 

（事例）自らその提供する指定居宅介護支援（介護予防支援）の質の評価を１年

以上実施していなかった。 

（事例）重要事項を電磁的方法で行っているが、電磁的方法で提供することにつ

いて、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し文書又は電磁的方法によ

る承諾を得ていなかった。 

 

（事例）重要事項に記載の営業時間が運営規程と相違があった。 
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⑤ 運営規程 

（指導等） 

    運営規程には「虐待の防止のための措置に関する事項」を記載する必要がありま

す（令和６年４月１日より義務化）。虐待防止に係る責任者の選定、従業者への

研修方法や発生した場合の対応方法等を指す内容であることが必要です。 

⑥ 勤務表の作成 

（指導等） 

    事業者は事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員に

ついては、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確し

ておく必要があります。勤務表は国が定める「勤務形態一覧表（標準様式）」参

考に作成してください。標準様式の項目が網羅されているものであれば、事業者

独自に作成した様式でも構いません。 

⑦ 研修機会の確保 

（指導等） 

    事業者は、介護支援専門員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保し

なければなりません。従業員が一人の事業所であっても年間研修計画を作成する

などその機会を確保し、実施した場合はその記録を保管してください、 

⑧ ハラスメント対策 

（指導等） 

    事業者は、ハラスメント対策について、事業者の方針等の明確化及びその周知・

啓発、相談（苦情を含む）に応じ、相談対応のための窓口（担当者を定める等）

をあらかじめ定め、労働者に周知することが必要です。 

⑨ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等 

（指導等） 

    事業者は「感染症発生時」だけではなく「災害発生時」に係る業務継続計画を策

定する必要があります。なお、それぞれの内容が網羅されているものであれば一

（事例）運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」が記載されていな

かった。 

（事例）出勤簿のみ管理しており、勤務表を作成していなかった。 

（事例）従業員が一人の事業所であるが、研修計画や研修を実施した記録がなか

った。 

（事例）事業者のハラスメントに係る方針等は明確化されているが、相談対応の

ための窓口（担当者を定める等）を定めていなかった。 

（事例）「感染症発生時」に係る業務継続計画は策定されていたが、「災害発生

時」に係る計画が策定されていなかった。 
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体的に作成することも可能です。なお、感染症若しくは災害のいずれか又は両方

の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講

じられていない場合に減算の対象となります（居宅介護支援、介護予防支援は令

和７年４月施行）。 

 

⑩ 必要な設備の確保 

   （指導等） 

    指定申請時に申請された相談室の場所（位置）を変更する場合、変更届（P69）

の提出が必要です。また、変更にあたっては、利用者等のプライバシーに配慮し

た必要なスペースを確保する必要があります。 

⑪ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

   （指導等） 

    対策を検討する委員会は６月に１回以上開催が必要です。なお、事業所の従事者

が１名である場合は、委員会を開催しないことも差し支えありません。 

⑫ 掲示 

   （指導等） 

    事業者は「重要事項」を利用申込者、利用者又はその家族に対して見やすい場所

に掲示または書面の備え付けが必要です。なお、令和７年４月からは重要事項を

ウェブサイトに掲載しなければなりません。 

⑬ 利用者又はその家族の秘密保持 

   （指導等） 

    事業者は従業者が従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らすことのないよう、違約金の定めを置くなどの必要な措置

を講じなければなりません。 

⑭ 個人情報を用いる場合の同意 

   （指導等） 

（事例）相談のためのスペース（相談室）の場所が指定申請時から変更されてお

り、かつ必要なスペースが確保されていなかった。 

（事例）感染症の予防及びまん延の防止のための指針は作成されていたが。対策

を検討する委員会を６月に１回以上開催していなかった。 

（事例）利用者等が出入りしない事業所の事務室内に重要事項を掲示していた。 

（事例）従業者に対して秘密保持の誓約を書面で得ていたが、退職後においても

秘密を保持すべき旨の取り決めがなかった。 

（事例）利用者の個人情報を用いる場合の同意を文書で得ていたが、利用者の家

族の個人情報を用いる場合の当該家族の同意を得ていなかった。 
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    居宅サービス計画原案に緊急連絡先を記載するなど、サービス担当者会議等にお

いて利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意を、あらかじめ文

書により得ておかなければなりません。同意を得ていない家族の個人情報をサー

ビス事業者等関係者に漏らすことのないようにしてください。 

⑮ 苦情処理 

   （指導等） 

    事業者は当該事業所における苦情処理のために講じる措置の概要、「相談窓口の

連絡先」、「苦情処理の体制」及び「手順」等を事業所に掲示しなければなりませ

ん。これらの内容が重要事項に記載されている場合は、重要事項の掲載で構いま

せん。なお、令和７年４月からはウェブサイトに掲載しなければなりません。 

⑯ 虐待の防止 

   （指導等） 

    高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止 

するための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当

者を置くこと）がなされていなければ減算が適用されます（令和６年４月以

降）。 

⑰ 記録の整備 

   （指導等） 

    記録の保存期間については、札幌市の条例で定めています。記録の種類に応じて

適正な保存期間に記載を改めるとともに保存してください（本件は、記録に係る

介護給付があった日から５年間の保存に修正が必要です。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事例）苦情処理のための「相談窓口の連絡先」、「苦情処理の体制」及び「手

順」等を事業所に掲示していなかった。 

（事例）重要事項説明書に、居宅サービス計画等個々の利用者ごとの支援台帳の保

存期間を２年と記載していた。 

（事例）事業所における虐待の防止のための指針を整備していないにも関わら

ず、高齢者虐待防止措置未実施減算を適用していなかった。 
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第７ 具体的取扱方針（居宅介護支援） 

 

1. 居宅介護支援を構成する一連の業務【居 16条】（解釈通知：居第 2-3(8)） 

解釈通知では、次に記載する(1)から(5)の一連の業務については、基本的にこのプロセ

スに応じて進めるべきものとされています。 

ただし、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを    

前提とするものであれば、業務の順序について拘束されるものではありません（ただ

し、その場合であっても事後的可及的速やかに実施することが求められます。）。 

 

(1) 課題分析の実施（解釈通知：居第 2-3(8)⑦） 

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の置かれている環境

等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活

を営むことを支援する上で、解決すべき課題の把握（アセスメント）を行わなければな

りません。 

 

(2) 居宅サービス計画原案の作成（解釈通知：居第 2-3(8)⑨） 

介護支援専門員は、アセスメントの結果に基づき最も適切なサービスの組合せについて

検討した上、居宅サービス計画の原案を作成しなければなりません。 

 

（アセスメントについて） 

■必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければなりま

せん（利用者が入院中である場合等、物理的な理由がある場合を除く）。 

■面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければなり

ません。 

■結果の記録は、記録に係る介護給付があった日から５年間保存しなければなりませ

ん。 

■テレワークやテレビ電話装置等を介した実施は認めらません。 

■アセスメントを実施していない場合は、居宅介護支援費の運営基準減算の対象と

なります（P49参照）。 

（緊急的なサービス利用等やむを得ない場合等の一連の業務） 

緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提に

個々の業務の順序を変更する場合であっても、サービス提供開始にあたっては「(4) 

居宅サービス計画の説明及び同意・交付」を行ってください。また、その他の業務に

ついては、当月中に可及的速やかに実施してください。 
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(3) サービス担当者会議等による専門的意見の聴取（解釈通知：居第 2-3(8)⑩） 

介護支援専門員は原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行う会議

（サービス担当者会議）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有す          

るとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地 

からの意見を求めなければなりません。 

（テレビ電話装置等を活用したサービス担当者会議） 

サービス担当者会議は、次に記載する内容等の要件を満たしている場合、リアルタイ

ムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器（テレビ電話装置）を活用して

行うことができます。 

○ 利用者またはその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につ

いて当該利用者等の同意を得ること（この場合、同意を得たことを支援経過等に

記録してください（札幌市の取扱い）。） 

（原案の作成について） 

■「利用者及びその家族の生活に対する意向(及び意向を踏まえた課題分析の結

果)」「総合的な援助の方針」「生活全般の解決すべき課題」「提供されるサービス

の目標及びその達成時期」「サービスの種類、内容及び利用料」「サービスを提供

する上での留意事項」を記載しなければなりません（記載要領は P28を参照）。 

■提供されるサービスの目標は、長期的な目標及びそれを達成するための短期的な

目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛り込む必要があります。 

■提供されるサービスの目標とは、利用者がサービスを受けつつ到達しようとする

目標であり、サービス提供事業者側の個別のサービス行為を意味するものとなら

ないよう留意しなければなりません。 

（サービス担当者会議について） 

■利用者及びその家族の参加が基本となりますが、参加が望ましくない場合（家庭

内暴力等）には必ずしも参加を求めるものではありません。 

■やむを得ない場合がある場合（日程調整の結果、参加が得られなかった場合等）

については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができま

す。この場合も、原案の内容が共有できるよう緊密に相互の情報交換を行ってく

ださい。 

■参加が得られなかったサービス担当者の意見は、照会に対する回答書面の保管や

第４表に記載するなど記録してください。 

■予測される状態変化と支援の方向性について関係者間で共有するようにしてくだ

さい。 

■当該サービス担当者会議の要点または担当者への照会内容の記録は、記録に係る

介護給付があった日から５年間保存しなければなりません。 

■サービス担当者会議を実施していない場合は、居宅介護支援費の運営基準減算の

対象となります（P49参照）。 
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○ 実施にあたっては、個人情報保護関係法令、「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイダンス※」及び「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン※」を遵守すること（※は、P19参照） 

 

(4) 居宅サービス計画の説明及び同意・交付（解釈通知：居第 2-3(8)⑪⑫） 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等につ

いて、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原

案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同

意を得なければなりません※。 

○ 原案の同意を代筆で得る場合は、代筆者の氏名、利用者との関係、代筆理由を付記

するようにしてください（札幌市の取扱い）。 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を

利用者及びサービスの担当者に交付しなければなりません※。 

○ 上記※について実施していない場合は、居宅介護支援費の運営基準減算の対象とな

ります。 

○ 計画は、当該介護給付があった日から５年間保存しなければなりません。 

 

（説明及び同意を要する居宅サービス原案とは） 

居宅サービス計画書第１表から第３表、第６表及び第７表に相当するすべてを

指します。 

居宅サービス計画書様式や第１表から第７表に記載する内容は、次を参考にし

てください。 

厚生労働省：居宅サービス計画書標準様式及び記載要領（令和６年７月４日 介

護保険最新情報 Vol.1286） 

URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001271371.pdf 

（サービス利用票の利用者確認について） 

■利用者確認印は不要です（様式の押印欄は令和３年度から削除されています）。 

■居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票（控）に確認を受ける、または

支援経過に利用者の確認を受けたことを記録してください（札幌市の取扱い）。 

■テレビ電話装置等を活用してモニタリング（P29を参照）を行う月においては、

訪問によるモニタリングを行う月において、直後のテレビ電話装置等を活用し

てモニタリングを行う月の分もサービス利用票（控）を持参し、確認を受ける

方法や、電子メール等により確認を受ける方法等が考えられます。（令和６年度

介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和６年３月 29 日）） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001271371.pdf


29 

 

(5) 担当者に対する個別サービス計画の提出依頼（解釈通知：居第 2-3(8)⑬） 

  ○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対     

して、各担当者が自ら提供するサービスの当該計画（個別サービス計画）の提出を

求めなければなりません。 

○ 介護支援専門員は、居宅サービスと個別サービス計画の連動性や整合性を確認しな

ければなりません。 

 

(6) 居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等・モニタリングの実施（解

釈通知：居第 2-3(8)⑭） 

  ○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把

握（モニタリング）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更等を行わなけれ

ばなりません。 

○ 介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サ

ービス事業者等との連絡を継続的に行わなければなりません。 

○ モニタリング結果の記録は、当該介護給付があった日から５年間保存しなければな

りません。 

（※テレビ電話装置等を活用したモニタリング） 

次の要件を満たしている場合、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが

可能な機器（テレビ電話装置）を活用して行うことができます。 

（モニタリングについて） 

モニタリングは、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わななけれ

ばなりません。 

なお、「特段の事情」とは、利用者の事情により面接することができない場合を主

として指すもので、介護支援専門員に起因する事情は含まれません。 

 

■少なくても１月に 1回利用者に面接すること 

■面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと 

ただし、少なくとも２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとき

は、利用者の居宅を訪問しない月において、テレビ電話装置等※を活用して、利

用者に面接することができます。 

■少なくても 1月に１回モニタリングの結果を記録すること 

■サービス利用開始が月末であった場合も実施すること。この場合は、遅くても

翌月の 10日（前月の居宅介護支援費等の請求日）までに実施してください（札

幌市の取扱い）。 

■モニタリングを実施していない場合は、居宅介護支援費の運営基準減算の対象

（P49参照ください）となります。 
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○ テレビ電話装置等を活用することについて、文書により利用者の同意を得ている

こと。ただし、認知機能が低下している場合など、同意を得ることが困難と考え

られる利用者は対象者と想定されません。 

○ 同意を得るにあたっては、テレビ電話装置等を活用することのメリット・デメリ

ットを含め、居宅への訪問は２月に１回であること等、具体的な実施方法を懇切

丁寧に説明すること 

○ サービス担当者会議等において「利用者の心身の状況が安定していること」「利用

者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること」ついて主治

の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

○ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない

利用者の健康状態や住環境等の情報について、サービス事業者の担当者から提供

を受けること 

○ 実施にあたっては、個人情報保護関係法令、「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイダンス※」及び「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン※」を遵守すること（※は、P19参照） 

 

(7) 居宅サービス計画の変更（解釈通知：居第 2-3(8)⑰） 

介護支援専門員は、居宅サービス計画を変更する場合は、原則として、居宅サービス

計画作成にあたっての一連の業務を行うことが必要です。なお、軽微な変更※を行う

場合には、この必要はありません。 

※軽微な変更の判断については、次の国の通知を参考にしてください。 

（厚生労働省：令和６年度介護報酬改定 基準省令に関する通知） 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/documents/11_kyotaku_yobou_koumoku.pdf 

※軽微な変更とする場合、該当項目を見え消し修正する等、変更箇所が明確にわかる

ようにした上、「軽微な変更」と判断した理由を経過記録等に記載してください(札

幌市の取扱い)。 

※軽微な変更は事由によって一律に取り扱うものではなく、個々の利用者に応じて一

連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって判断してください。 

（軽微な変更（札幌市の取扱い）） 

上記の国の通知のほか、札幌市では、利用者またはその家族、関係者の同意が

あることを前提に、次について、軽微な変更の取扱いを可能としています。 

 

■認定結果が見込みどおりで支援内容に変更の必要がないと判断する場合（暫定

プランを軽微な変更により確定プランとする場合）。なお、認定結果が見込み

と異なる場合は一連の業務を実施してください。 

■事業者（法人）の権利継承による吸収合併等や法人内の事業所統合・分割によ

って事業所番号が変更となるが、合併等、統合・分割後の事業所の担当者、体

制に変更がない場合。（旧事業所番号のプランを軽微な変更により変更する場

合）。この場合、居宅サービス計画作成依頼（変更）届出は、別途必要となり

ますのでご留意ください。 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/documents/11_kyotaku_yobou_koumoku.pdf
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2. その他居宅介護支援を構成する主な業務 

(1) 居宅サービス計画の届出《厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護）》（解

釈通知：居第 2-3(8)⑳） 

介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあ

っては、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければなりません。 

（厚生労働大臣が定める回数） 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

27回以上 34回以上 43回以上 38回以上 31 回以上 

 

○ここでいう訪問介護は介護給付費単位数表の１ 訪問介護の注３に規定する生活

援助中心である指定訪問介護（生活援助中心型）に限ります。 

○上記回数以上の訪問介護を位置付ける場合は、その利用の妥当性を検討し、当該

居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載してください。 

○利用者の同意を得て交付した当該居宅サービス計画は、作成または変更した月の

翌月末までに市町村に提出してください。ただし、軽微な変更は除きます。 

○札幌市の提出先については、次のリンクを参照してください。 

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/houmonkaigo-itteikaisuu.html 

 

(2) 主治の医師等の意見等（解釈通知：居第 2-3(8)㉒） 

  ○利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス※の利用を希望して

いる場合その他必要な場合には、当該利用者の同意を得て主治の医師等（主治医意

見書の医師に限定されません。）の意見を求めなければなりません。 

○居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付

ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限

りこれを行わなければなりません。 

○介護支援専門員は、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければなりま

せん。 

○当該居宅サービス計画の主治の医師等への交付は対面のほか、郵送やメール等によ

ることも差し支えありません。 

※ここでいう医療サービスは、訪問看護、訪問リハ、通所リハ、居宅療養管理指導、

短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（訪問看護を利用する場合

に限る）及び看護小規模型居宅介護（訪問看護を利用する場合に限る）をいいま

す。 

 

 

 

 

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/houmonkaigo-itteikaisuu.html


32 

 

(3) 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の位置付け（解釈通知：居第 2-3(8)

㉓） 

○短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間の

おおむね半数を超えないようにしなければなりません。 

○利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向を照らし、要介護認定の有効期間のお

おむね半数を超えて利用することが特に必要と認められる場合※は、上回る日数を

居宅サービス計画に位置付けることが可能です。 

※この場合、札幌市に届出等は必要ありません。上回る日数を位置づける場合は利用

者の心身の状況及び本人、家族等の意向を記録してください。 

 

(4) 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映（解釈通

知：居第 2-3(8)㉔） 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与または特定福祉用具販売を位置

付ける場合にあっては、その特性と利用者の心身の状況等を踏まえ、次のことを行わ

なければなりません。 

○その利用の妥当性を検討すること（検討の過程を別途記録すること） 

○当該居宅サービス計画に当該福祉用具が必要な理由を記載すること 

○（貸与の場合）必要に応じて随時サービス担当者会議を開催すること 

○（貸与の場合）継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をすること 

○（貸与の場合）継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を当

該居宅サービス計画に記載すること。 

○（貸与または用具の選択制）対象福祉用具を位置づける場合は、利用者の選択に資

するよう必要な情報※を提供しなければなりません。 

 ※必要な情報は「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）」P62 を参照し

てください。https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf 

○（貸与または用具の選択制）対象福祉用具の提案を行う際、利用者の心身の状況の

確認にあたっては、アセスメント結果に加え、医師やリハビリテーション専門職か

らの意見聴取※、退院・退所カンファレンスまたはサービス担当者会議等の結果を

踏まえる必要があります。 

   ※意見聴取は「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）」P４を参照して

ください。https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001250798.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001250798.pdf
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3. その他 

(1) 適切なケアマネジメント手法について 

国では「適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進に向けた調査研究事業（老人

保健健康増進等事業（補助事業））」を実施しています。ケアマネジメントにご活用く

ださい。 

○ 適切なケアマネジメント手法の手引き（想定される支援を体系化し、その必要性や

具体化を検討するためのアセスメント／モニタリングの項目を整理したもの） 

https://www.jri.co.jp/service/special/content11/corner113/caremanagement/04/ 

○ 適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進(関連ページ) 

厚生労働省 URL：

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koure

isha/hoken/jissi_00006.html 

 

参考 

（軽度者に係る福祉用具貸与費）【福祉用具貸与費 告示注６】・（福祉用具貸与費

に係る留意事項通知第２の９(4)等） 

■ 要介護１、要支援１または要支援２の者（軽度者）は、原則、次の種目は算

定できません。 

（対象外種目） 

「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」 

「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」「移動用リフト（つり具の部分を除

く）」「自動排泄処理装置（要介護２及び３の者含む）」 

 ■ 対象外種目について軽度者であっても、算定が可能な状態像とその判断方法 

ア 要介護認定等基準時間の推計の方法別表第一の調査票のうち基本調査の直近

の結果を用いて、その要否を判断します。 

  イ 調査票「ア 車いす及び車いす付属品 (二)日常生活範囲における移動の支援

が特に必要と認められる者」「オ 移動用リフト（つり具の部分を除く）

（三）生活環境において段差の解消が必要と認められる者」は、アの基本調

査結果から判断できないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相

談員のほか、状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当

者会議等を通じたケアマネジメントにより指定居宅支援事業者が判断するこ

とになります。 

 ウ 上記アにかかわらず、医師の医学的な所見に基づき判断され、サービス担当

者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより特に必要である旨が判断さ

れている場合は、市町村の書面等確実な方法により確認する手続きによっ

て、要否を判断することができます。なお、この場合、暫定ケアプランによ

り位置づけようとする場合は、暫定ケアプラン作成時点で札幌市へ確認手続

きが必要となります（札幌市の取扱い）。 

https://www.jri.co.jp/service/special/content11/corner113/caremanagement/04/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/hoken/jissi_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/hoken/jissi_00006.html
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(2) ケアプラン点検（札幌市の取組） 

札幌市では介護支援専門員が作成したケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏

まえた「自立支援」に資する適切なプランとなっているかを検証確認するため、「ケア

プラン点検」を実施しています。札幌市ホームページにケアプラン点検結果報告を掲

載していますので、日ごろのケアプラン作成にご活用ください。 

「ケアプラン点検について」：https://www.city.sapporo.jp/kaigo/keaplantenken.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/keaplantenken.html
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第７ 具体的取扱方針（介護予防支援）他 

介護予防支援の具体的取扱方針は、一連の業務等、居宅介護支援と一部実施内容が異な

るものがあります。 

以下、主に居宅介護支援の実施内容と相違する内容について記載します。共通する内容

は、居宅介護支援の該当項目を介護予防支援に読替えて確認してください。 

 

1. 介護予防支援を構成する一連の業務【予 33条】（解釈通知：予第 2-4(1)） 

解釈通知では、次に記載する(1)から(4)の一連の業務については、基本的にこのプロセ

スに応じて進めるべきものとされています。 

ただし、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを    

前提とするものであれば、業務の順序について拘束されるものではありません（ただ

し、その場合であっても事後的可及的速やかに実施することが求められます。）。 

 

(1) 課題分析の実施（解釈通知：予第 2-4(1)⑦） 

具体的取扱方針（居宅介護支援）P26を参照してください。 

  

(2) 介護予防サービス計画原案の作成（解釈通知：予第 2-4(1)⑨） 

○ 担当職員は、アセスメントの結果、目標指向型の介護予防サービス計画の原案を作

成しなければなりません。 

○ 原案には「利用者が目標とする生活」「専門的観点からの目標と具体策」「利用者及

びその家族の意向」「具体的な『目標』」「目標についての支援のポイント」「本人等

のセルフケア、家族、インフォーマルサービス」「介護保険サービス等により行わ

れる支援の内容」「これら支援を行う期間等」を明確に盛り込む必要があります。 

 

(3) サービス担当者会議等による専門的意見の聴取（解釈通知：予第 2-4(1)⑩） 

具体的取扱方針（居宅介護支援）P27を参照してください。 

 

(4) 介護予防サービス計画の説明及び同意・交付（解釈通知：予第 2-4(1)⑪） 

○ 担当職員は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等に

ついて、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護予防サービス計

（緊急的なサービス利用等やむを得ない場合等の一連の業務） 

緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提に

個々の業務の順序を変更する場合であっても、サービス提供開始にあたっては「(4) 

居宅サービス計画の説明及び同意・交付」を行ってください。また、その他の業務に

ついては、当月中に可及的速やかに実施してください。 
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画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用

者の同意を得なければなりません。 

○ 担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画

を利用者及びサービスの担当者に交付しなければなりません。 

○ 介護予防サ－ビス計画は、当該予防給付等があった日から５年間保存しなければな

りません。 

   

(5) 担当者に対する個別サービス計画の提出依頼（解釈通知：予第 2-4(1)⑬） 

具体的取扱方針（居宅介護支援）P29を参照してください。 

 

(6) 個別サービス計画作成の指導及び報告の聴取（解釈通知：予第 2-4(1)⑭） 

○ 担当職員は、サービス事業者等に対して、当該介護予防サービス計画の内容に沿っ

て個別サービス計画を作成されるよう指導、必要な援助を行う必要があります。 

○ 各サービスの担当者がサービスの実施を開始した後、それぞれの担当者から、少な

くても１月に１回、事業者への訪問、電話、ＦＡＸ等の方法により、サービスの実

施状況、利用者の状況、実施の効果について把握するために聴取しなければなりま

せん。 

 

(7) 介護予防サービス計画の実施状況等の把握及び評価（解釈通知：予第 2- 

4(1)⑮⑯） 

○ 担当職員は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の

把握（モニタリング）を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更等を行わ

なければなりません。 

○ 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画

の目標の達成状況について評価しなければなりません。 

（説明及び同意を要する介護予防サービス原案とは） 

■いわゆる「介護予防サービス・支援計画書」に相当するものです（令和６年度

介護報酬：基準省令に関する通知（解釈通知等）「介護予防支援業務に係る関連

様式例の提示について」及び様式例を参照してください。）。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html 

 

■介護予防支援業務に係る関連様式例記載要領全文(平成 18年３月 31日厚生労働

省老健局通知)は、次のリンクをご確認ください。ただし、上記、令和６年度介

護報酬：基準省令に関する通知により、一部改正が行われていますので併せて

ご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/dl/tp0313-1b-03.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/dl/tp0313-1b-03.pdf
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(8) モニタリングの実施（解釈通知：予第 2-4(1)⑰） 

介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービ

ス事業者等との連絡を継続的に行わなければなりません。 

 

(9) 介護予防サービス計画の変更（解釈通知：予第 2-4(1)⑲） 

具体的取扱方針（居宅介護支援）P29を参照してください。 

 

2. その他介護予防支援を構成する主な業務 

 

(1) 主治の医師等の意見等（解釈通知：予第 2-4(1)㉒） 

具体的取扱方針（居宅介護支援）P31を参照してください。 

 

(2) 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の位置付け（解釈通知：予第 2- 

4(1)㉓） 

具体的取扱方針（居宅介護支援）P32を参照してください。 

 

（モニタリングについて） 

モニタリングは、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わななければ

なりません。 

なお、「特段の事情」とは、利用者の事情により面接することができない場合を主

として指すもので、担当職員に起因する事情は含まれません。 

■少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１回、利用者

に面接すること 

■面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、サービスの提

供を開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間について、少なくとも連続す

る２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問

しない期間において、テレビ電話装置等※を活用して、利用者に面接することが

できる。 

■サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったとき

は、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること 

■利用者の居宅を訪問しない月（テレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月

を除く。）においては、可能な限り、サービス事業者を訪問する等の方法により

当該利用者に面接するよう努めるとともに、面接ができない場合にあっては、電

話等により当該利用者との連絡を実施すること 

■少なくても 1月に１回モニタリングの結果を記録すること 

 

※テレビ電話装置等を活用した面接には要件があります。要件は、居宅介護支援

P29 のテレビ電話装置等を活用したモニタリング）を参照してください。 
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(3) 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映（解釈通

知：予第 2-4(1)㉔） 

具体的取扱方針（居宅介護支援）P32を参照してください。 

  

(4) 市町村長に対する情報の提供（解釈通知：予第 2-4(1)㉗） 

  指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第 115条の 30 の２第１

項※の規定により市長から情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければ

なりません。 

 

3. 運営基準に関するその他事項 

(1) 指定介護予防支援の業務の委託【予 15条】（解釈通知：予第 2-3(8)） 

  地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、指定居宅介護支援事

業者に介護予防支援業務の一部を委託できることとされています。 

  なお、委託を行ったとしても、指定介護予防支援に係る責任主体は地域包括支援センタ

ーの設置である指定介護予防支援事業者（以下、委託元という。）です。委託元は、次

について行うことが必要です。 

  ○ 委託を受けた指定居宅介護支援事業所が介護予防サービス原案を作成した際には、

当該原案が適切に作成されているか、内容が妥当か等について確認を行うこと 

   ○ 委託を受けた指定居宅介護支援事業所が評価を行った際には当該評価の内容につい

て確認を行い、今後の方針等について必要な援助・指導を行うこと 

 

(2) 居宅介護支援事業所が指定を受けて介護予防支援を行う場合 

令和６年４月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護予防支援を実

できるようになりました。この場合の取扱いについては、次を参考にしてください。 

（※参考） 

「介護保険法第 115 条の 30の２第１項」 

■市町村長は、第 115条の 45第２項第３号の規定による介護予防サービス計画の

検証の実施に当たって必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者に対

し、介護予防サービス計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関す

る情報の提供を求めることができる。 

「介護保険法第 115条の 45第２項第３号」 

■保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス

計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介

護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取

組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよ

う、包括的かつ継続的な支援を行う事業 
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○ 令和６年度介護報酬改定における改定事項について（厚生労働省）

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/documents/01_kaigoyobosien_kyotaku.pdf 

○ 指定介護予防支援事業所として介護予防支援を実施する場合の取扱いについて(令

和６年６月 札幌市事務連絡) 

     https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/documents/14_kyotaku_yobou.pdf 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/documents/01_kaigoyobosien_kyotaku.pdf
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/documents/14_kyotaku_yobou.pdf
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第８ 具体的取扱方針に関する主な指導事例等 

以下、居宅介護支援における主な指導事例等（お問合せ含む）を記載します。現在の運営

状況と照らしあわせて改善事項がないかご確認ください。なお、介護予防支援においても

該当する業務については参考にしてください。 

 

1. 居宅介護支援を構成する一連の業務に関する主な指導事例等 

① 一連の業務プロセス（緊急的な利用） 

（指導等） 

     基本的に一連の業務はこのプロセスに応じて進めるべきですが、緊急的なサービス

利用等やむを得ない場合は、個々の業務の順序を変更することは可能です。当該利

用者に「居宅サービス計画の説明及び同意・交付」を行った上、サービス提供を開

始し、サービス担当者会議のほか一連の業務は利用当月中に可及的速やかに実施し

てください。 

② 一連の業務プロセス（事業所の変更） 

（指導等） 

     緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や効果的・効率的に行うことを前提とす

るものであれば、一連の業務の個々の業務の順序を変更することは可能です。当該

利用者に「居宅サービス計画の説明及び同意・交付」を行った上、サービス提供を

開始し、サービス担当者会議のほか一連の業務は利用当月中に可及的速やかに実施

してください。本件は、Ａ事業所とＢ事業所が別事業者（法人）のため、軽微な変

更による対応はできません。 

③ 課題分析の実施（アセスメントの未実施） 

（指導等） 

居宅サービス計画の作成に当たっては、必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びそ

の家族に面接し、解決すべき課題の把握（アセスメント）を行わなければなりませ

（事例）施設から退所する利用者が退所直後に、緊急にサービス利用の必要性が

あるが、サービス担当者会議が利用日前の日程で調整できなかった。 

（事例）介護支援専門員がＡ事業所を退職し、別の事業者（法人）が運営するＢ

事業所に勤務することになった。利用者はＢ事業所でも引き続き、状態を把握し

ている当該介護支援専門員が担当するが、Ｂ事業所勤務初日にサービス利用が必

要な利用者がいる。 

（事例）認定更新により居宅サービス計画を作成した。利用者の支援内容等に変

更はないが、解決すべき課題の把握（アセスメント）の記録が確認できなかっ

た。 
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ん（利用者が入院中である場合等、物理的な理由がある場合を除く）。アセスメント

の実施が確認できない場合は、居宅介護支援費の運営基準減算（P49）となります。 

④ 課題分析の実施（問題点の未把握） 

（指導等） 

アセスメントは、利用者の置かれている環境等（サービス利用状況）のみでなく、

利用者が現に抱える問題点（「どのような状態にあるのか」等）を明らかにしてく

ださい。 

⑤ 課題分析の実施（支援の必要性が不明確） 

（指導等） 

解決すべき課題の把握（アセスメント）は、利用者の置かれている環境等の評価を

通じて利用者が現に抱える問題点（「どのような状態にあり」「どのような点に介助

を要するのか」等）を明らかにする必要があります。これら課題分析の結果を踏ま

え、利用者が自立した日常生活を営むために必要な支援を居宅サービス計画に位置

付けてください。 

⑥ 居宅サービス計画原案の作成（第１票課題分析の結果） 

（指導等） 

第１表の当該欄には利用者等の意向のみでなく、意向を踏まえた課題分析の結果を

記載してください。その際、課題分析の結果として、「自立支援」に資するために

解決しなければならない課題が把握できているか確認してください。 

※当該欄は令和３年度に様式が変更となっています。様式及び記載要領は P28を参

照してください。 

⑦ 居宅サービス計画原案の作成（第１表総合的な援助の方針） 

（指導等） 

事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の家族の個人情報を用いる場合

は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければなりません。家族の

（事例）居宅サービス計画に掃除や洗濯のため訪問介護を位置づけているが、掃

除や洗濯の支援が必要となる課題が記録されていなかった。 

（事例）第１表「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果

※」欄に「利用者及びその家族の生活に対する意向」のみ記載されていた。 

（事例）解決すべき課題の把握（アセスメント）に、現に受けているサービスの

利用状況のみ記録されていた。 

（事例）第１表「総合的な援助の方針」欄に緊急連絡先として家族の氏名・続

柄・連絡先を記載していたが、家族の個人情報利用の同意を得られていなかっ

た。 
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個人情報をサービス担当者と共有する場合は、家族の同意を得られている場合のみ

にしてください。 

⑧ 居宅サービス計画原案の作成（第２表ニーズ） 

（指導等） 

当該欄は、解決すべき課題の把握（アセスメント）や課題分析の結果から、利用者

の生活全般の解決すべき課題の中で、解決していかなければならない課題の優先順

位を見立て記載してください。 

⑨ 居宅サービス計画原案の作成（第２表目標①） 

（指導等） 

目標は、抽象的な言葉ではなく、解決すべき課題ごとに実際に解決が可能と見込ま

れるものを記載してください（本件は、「今」どのような課題であるのか明確でな

く、「よりよい状態」が明確でありません。解決可能な目指す状態を具体的に記載

してください。）。 

⑩ 居宅サービス計画原案の作成（第２表目標②） 

（指導等） 

目標は、利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標であり、サービス提供

事業者側の個別のサービス行為を意味するものとならないよう留意しなければなり

ません。（本件は、サービスを受けることが目標となっています。利用者が「長期

目標」の達成のために踏むべき段階として、「デイサービスに通う」ことによって

短期的にできるようになることなどを整理し、その内容を記載してください。）。 

⑪ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取 

（指導等） 

介護支援専門員は利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当

該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見

を求めなければなりません。日程調整の結果、参加が得られなかった担当者に

（事例）第２表「目標」欄の短期目標に「デイサービスに通う」とのみ記載され

ていた。 

（事例）第２表「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」欄に、解決すべき課題の

把握（アセスメント）や課題分析の結果と相互関係のない利用者や家族の希望・

感想（例「余計な介護は受けたくない」）のみが記載されていた。 

（事例）第２表「目標」欄の長期目標に「今よりよい状態になる」とのみ記載さ

れていた。 

（事例）参加が得られなかったサービス担当者について、照会等により意見を求

めていなかった。 
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は、照会等により意見を求めるとともにその内容を記録し、原案の内容が共有で

きるよう緊密に相互の情報交換を行ってください。 

⑫ 居宅サービス計画の説明及び同意・交付 

（指導等） 

介護支援専門員は、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家

族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければなりません。同意を

得られていないものは、居宅介護支援費の運営基準減算の対象となります（P49）。 

⑬ 担当者に対する個別サービス計画の提出依頼 

（指導等） 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対    

して、各担当者が自ら提供するサービスの当該計画（個別サービス計画）の提出を

求め、連動性や整合性を確認しなければなりません。なお、提出の求めに応じない

事業者がある場合は、札幌市までご連絡ください。 

⑭ モニタリングの実施（記録） 

（指導等） 

モニタリングは、少なくても１月に 1回利用者に面接することのほか、少なくても

1月に１回モニタリングの結果を記録することが必要です。記録が確認できない場

合は、居宅介護支援費の運営基準減算の対象となります（P49）。 

⑮ モニタリングの実施（実施状況の把握） 

（指導等） 

指定居宅介護支援は、利用者の有する解決すべき課題に則した適切なサービスを組

み合わせて利用者に提供し続けることが重要です。このため、介護支援専門員は解

決すべき課題の変化に留意することが重要であり、変化が認められる場合等は、そ

の内容を正確に記載してください。 

（事例）サービス追加により居宅サービス計画を作成していたが、当該利用者の

同意を得ていなかった（類似例：サービス利用日以降に同意を得ていた）。 

（事例）居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、個別サービス計画の

提出を求めていなかった。 

（事例）モニタリングの実施について、明確に記録されていない。 

（事例）サービス追加等、居宅サービス計画の変更を行っているが、変更前直近

の月の実施状況の把握において、サービス内容を「継続」や「変更の必要なし」

と記録されている（過去の内容の写しと疑われる例）。 
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⑯ 居宅サービス計画の変更 

（指導等） 

介護支援専門員は、居宅サービス計画を変更する場合は、原則として、一連の業

務（サービス担当者会議等）を行うことが必要です。一連の業務の実施が確認で

きない場合は、居宅介護支援費の運営基準減算の対象となります。 

なお、居宅サービス計画を軽微な変更※とし、サービス担当者会議等を省略する

場合は、変更する項目を見え消し修正する等、変更箇所が明確にわかるようにす

るとともに、「軽微な変更」と判断した理由を経過記録等に記載してください。 

※変更内容が、軽微な変更に該当するか否かの判断は P30を参照ください。 

 

2. その他居宅介護支援を構成する主な業務に関する主な指導事例等 

① 主治の医師等の意見等① 

（指導等） 

利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス※の利用を希望し

ている場合その他必要な場合には、当該利用者の同意を得て主治の医師等（主治

医意見書の医師に限定されません。）の意見を求めなければなりません。 

※ここでいう医療サービスの種類は P31を確認してください。 

② 主治の医師等の意見等② 

（指導等） 

居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス※を位

置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等（主治医意見書

の医師に限定されません）の指示がある場合に限られます。 

※ここでいう医療サービスの種類は P31を確認してください。 

（事例）居宅サービス計画の変更を行っているが、これに伴う一連の業務（サー

ビス担当者会議等）を実施していなかった。 

（事例）利用者の希望により、通所リハビリテーションを居宅サービス計画に位

置づけていたが、主治の医師等の意見を確認していなかった。 

（事例）訪問看護を利用している利用者について、認定更新により居宅サービス

計画を作成（更新）し、引き続き訪問看護を位置づけているが、認定更新に係る

主治医意見書に訪問看護の必要性の記載（チェック）がなく、主治の医師等の意

見も確認していなかった。 
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③ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映 

（指導等） 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与または特定福祉用具販売を位

置付ける場合にあっては、その特性と利用者の心身の状況等を踏まえ、その利用の

妥当性を検討、及び検討の過程を別途記録することや当該居宅サービス計画に当該

福祉用具が必要な理由を記載することが必要です。この他、福祉用具の位置づけに

あたっては P32を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事例）福祉用具貸与を居宅サービス計画に位置付けているが、その利用の妥当

性の検討過程や当該福祉用具が必要な理由が記載されていなかった。 
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第９ 介護報酬（基本単位数の算定・減算） 

 

1. 居宅介護支援費の基本単位数の算定【報酬告示 居：別表イ注１・２】（居：

留意事項通知 第３の７） 

(1) 取扱件数の取扱い（逓減制） 

  基本単位の居宅介護支援費（ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）を区分する取扱件数の算定方法は、次の①

から③について、【（①＋②）／③】の計算を行い、得た数によって該当する区分を算定

します。 

 ① 当該事業所全体の１か月の利用者（月末に給付管理を行っている者）の数 

 ② 当該事業所の介護予防支援の提供を受ける利用者の数に３分の１を乗じた数(利用者

の数は、介護予防ケアマネジメント（総合事業）を除く） 

 ③ 当該事業所の常勤換算方法により算出した介護支援専門員の員数 

（居宅介護支援費Ⅰ） 

計算から得た数 算定する利用者の範囲

（契約日の古い順に） 

 算定する区分 

45 未満 １～44 件目 ⇒ 居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ） 

45 以上 60 未満 １～44 件目 ⇒ 居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ） 

 45～59 件目 ⇒ 居宅介護支援費Ⅰ（ⅱ） 

60 以上 １～44 件目 ⇒ 居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ） 

 45～59 件目 ⇒ 居宅介護支援費Ⅰ（ⅱ） 

 60件目以降 ⇒ 居宅介護支援費Ⅰ（ⅲ） 

 

(2) ケアプランデータ連携システムの活用並びに事務職員の配置 

 次の要件に該当する場合は、居宅介護支援費（Ⅱ）で算定します。（Ⅱ）の算定につい

て、上記(1)の計算から得た数と算定する利用者の範囲は以下のとおりとなります。 

 ○ 国保中央会が運用及び管理を行う、いわゆる「ケアプランデータ連携システム」の

利用申請をし、ソフトをインストールしている場合 

  ○ 居宅介護支援一連の業務等の負担軽減や効率化に資する事務職員（非常勤可）を配

置（同一法人内の配置可）している場合 

○ 上記の要件に該当していることを市町村長に届出（介護給付費算定に係る体制等に

関する届出書）を行っていること 

（居宅介護支援費Ⅱ） 

計算から得た数 算定する利用者の範囲 

（契約日の古い順に） 

 算定する区分 

50 未満 １～49 件目 ⇒ 居宅介護支援費Ⅱ（ⅰ） 
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50 以上 60 未満 １～49 件目 ⇒ 居宅介護支援費Ⅱ（ⅰ） 

 50～59 件目 ⇒ 居宅介護支援費Ⅱ（ⅱ） 

60 以上 １～49 件目 ⇒ 居宅介護支援費Ⅱ（ⅰ） 

 50～59 件目 ⇒ 居宅介護支援費Ⅱ（ⅱ） 

 60 件目以降 ⇒ 居宅介護支援費Ⅱ（ⅲ） 

 

2. 居宅介護支援費・介護予防支援費の減算 

(1) 高齢者虐待防止措置未実施減算【報酬告示 居・予:別表イ注３】（留意事項

通知 居:第３の８ 予:別紙１ 第２の 11（1）） 

  高齢者虐待が発生していない場合においても当該事業所が条例第 30 条の２（予：第 29

条の２）に規定する全ての措置（P15参照、検討委員会を定期的に開催、指針の整備、

年１回以上の研修の実施、担当者を置くこと）を講じていない場合）がなされていない

場合は、利用者全員について所定単位数から減算となります。なお、全ての措置の一つ

でも講じられていなければ減算（-1/100）となります。 

 

(2) 業務継続計画未実施減算【報酬告示 居・予:別表イ注４】（留意事項通知 

居：第３の９ 予：別紙１ 第２の 11（2）） 

  当該事業所が条例第 22条の２（予：21条の２）に規定する感染症若しくは災害のいず

れかまたは両方の業務継続計画が未作成の場合、かつ当該業務継続計画に従い必要な措

置（P11参照）が講じられていない場合は、利用者全員について所定単位数から減算

（取扱件数による単位区分について）【参考：厚生労働省介護サービスＱ＆Ａ：平

18.3.27、平 21.3.23】 

■管理者がケアマネジャーである場合は、管理者を常勤換算１の介護支援専門員の員

数として取り扱って差し支えありません。 

 ただし、管理者が管理業務に専念し、管理者がケアマネジメント業務を全く従事し

ていない場合は、介護支援専門員の員数に算定できません。 

■単に契約をしているだけのケースについては、取扱件数にカウントしません。サー

ビスが利用され、給付管理を行った件数をカウントしてください。 

■契約日の古い順に並べた結果、区分の前後の者の契約日が同一日であって報酬単価

が異なる場合は、報酬単価が高い利用者から先に並べてください（例：契約日同一

の要介護５と要介護１が 59件目と 60 件目に該当する場合は、要介護５を 59件目

にしてください。）。 

■居宅介護支援費Ⅰにおいて、居宅介護支援と介護予防支援との合計取扱件数が 45

件以上となる場合については、介護予防支援の利用者を冒頭にし、次に居宅介護支

援の利用者を契約日が古い順に並べることにより、45 件以上となる居宅介護支援

費を（ⅱ）で算定してください。 
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（-1/100）となります（ただし、令和７年３月 31日までの間は、減算は適用されませ

ん。）。 

 

(3) (居宅介護支援費のみ)事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者、同一の

建物に 20 人以上居住する建物に居住利用者に対する取扱い【報酬告示 居:

別表イ注５】（留意事項通知 居：第３の 10） 

「同一敷地内建物等」「同一建物に 20人以上居住する建物」に居住する利用者について

は、効率的な居宅介護支援の提供が可能であることを適切に評価する趣旨として、所定

単位数から減算（×95/100）となります。なお、事業所と建物の法人が異なる場合でも

該当となります。 

 

 

 

 

 

（同一敷地内建物等について） 

事業所と構造上または外形上、一体的な建物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にあ

る建築物（当該事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む）のうち、

効率的なサービス提供が可能なものを指します。 

（具体例） 

■当該建物の１回部分に当該事業所がある場合 

■当該建物と渡り廊下でつながっている場合 

■同一の敷地若しくは隣接する敷地内にある別棟の建築物と幅員の狭い道路を挟んで

いる場合 

など 

（該当しないものの例） 

■同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

■隣接する場合であっても、道路や河川などに敷地が隔たれており、横断するために

迂回しなければならない場合 

など、提供の効率化につながらない場合 

（同一建物に 20人以上居住する建物について） 

当該事業所における１月あたりの利用者が同一の建物に 20人以上居住する建築物

で、上記の同一敷地内建物等に該当するもの以外の建築物を指します。 

■同一の敷地若しくは隣接する敷地内にある別棟の建築物と幅員の狭い道路を挟んで

隣接する建物の利用者を合計するものではありません。 

■この場合の利用者は、当該月の給付管理票に係る利用者のうち該当する建物に居住

する利用者の合計となります。 
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3. 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合【報酬告示 居:別表イ注６】（留

意事項通知 居:第３の６） 

運営基準に係る規定の遵守、適正なサービス提供を確保するため、いずれかに該当する

場合は減算が利用者ごとに適用されます。該当する場合、所定単位数の 100 分の 50に相

当する単位数を減算し、運営基準減算が２月以上継続している場合には、減算の状態が

続く限り所定単位数は算定しません。 

(1) あらかじめ利用者に文書を交付して説明を行っていない場合 

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、「利用者は複数の

指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること」について説明を

行っていない場合 

(2) 居宅サービス計画の新規作成及び変更にあたって、次に該当する場合 

 ① 当該事業所の介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接

していない場合 

  ② 当該事業所の介護支援専門員がサービス担当者会議の開催等を行っていない場合 

③ 当該事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容について利用者また

はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計

画を利用者及び担当者に交付していない場合 

(3) サービス担当者会議等を行っていないとき（次に該当する場合） 

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合 

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

(4) 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）にあたって、次に該当する場合 

① 当該事業所の介護支援専門員が次に掲げるいずれかの方法により、利用者に面接し

ていない場合 

  イ １月に１回、利用者の居宅を訪問することによって行う方法 

  ロ ２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪問しない月においてはテレ

ビ電話装置等を活用（要件を満たしている場合）して行う場合 

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が１月以

上継続する場合 
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4. 居宅介護支援費の特定事業所集中減算【報酬告示 居:別表イ注 10】（留意事項

通知 居:第３の 13） 

毎年度２回、次の判定期間において減算の要件に該当した場合は、居宅介護支援のすべ

てについて減算を適用します。 

 （判定期間と減算適用期間） 

 判定期間 判定書類提出期限 減算適用期間 

前期 ３月１日～８月末日 9 月 15 日まで 10 月 1 日～翌年 3 月 31 日 

後期 ９月１日～翌年２月末日 3 月 15 日まで 4 月 1 日～9 月 30 日 

(1) 判定方法 

 ① 事業所ごとに判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介

護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護が位置づけられたものの数を算出 

  ② 上記①それぞれのサービスについて、最もその照会件数の多い「法人」（以下、「紹

介率最高法人」という。）を位置づけた居宅サービス計画の数を算出 

 ③ 上記①のうち②で算出した訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通

所介護（以下、「訪問介護サービス等」という。）のいずれかについて紹介率最高法

人が占める割合（②÷①）が 80%超えた場合に減算を適用します。ただし、80％を

超えるに至ったことについて、以下の正当な理由がある場合は除きます。 

(3) 算定手続 

すべての居宅介護支援事業者は、判定期間に応じて、判定に係る必要な事項を記載し

た書類を作成し、当該書類を提出期限までに市町村長に提出しなければなりません。

札幌市では算定の結果に関わらず、すべての事業者に書類の提出を求めています。 

当該書類は各事業所において５年間保存しなければなりません。 

(4) 正当な理由の範囲 

(1)で判定した割合が 80％を超える場合は、超えるに至った正当な理由がある場合に

は、当該理由を市町村長に提出する必要があります。札幌市では、この「正当な理由」 

は、次を判断基準として提出に必要な書類の様式を定めています。事前に利用者の同意

が必要となる書類もありますので、詳細は以下のホームページをご確認ください。 

 ① 通常の実施地域に、訪問介護サービス等が５事業所未満である場合 

 ② 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が 20件以下であること 

③ 判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等それぞれの

サービスが位置付けられた計画件数が１月当たり平均 10件以下である場合 

④ 紹介率最高法人が居宅介護支援事業所を運営する法人と同一法人若しくは関連する

系列法人の場合で、本市が定める要件※をすべて満たす場合 

⑤ 紹介率最高法人居宅介護支援事業所を運営する法人と全く関連のない法人の場合

で、本市が定める※をすべて満たす場合 

  ※ ④・⑤の要件及び正当な理由に係る様式は次のホームページをご確認ください。 

  特定事業所集中減算 HP：https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/tokuteijigyousyo.html 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/tokuteijigyousyo.html
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5. 介護予防支援費の基本単位数の算定【報酬告示 予：別表イ注１・２】 

(1) 地域包括支援センターが行う場合 

   介護予防支援費Ⅰを算定します。 

(2) 指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が行う場合 

介護予防支援費Ⅱを算定します。 

 

※ 介護予防支援費に係る減算（高齢者虐待防止未実施減算、業務継続計画未策定

減算）は P47を参照してください。 
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第 10 介護報酬（加算） 

 

1. 居宅介護支援費 

(1) 初回加算【報酬告示 居：別表ロ】 

新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合、そ

の他厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、１月につき所定単位数（300）を加

算できます。 

 

(2) 特定事業所加算【報酬告示 居：別表ハ】(留意事項通知 居:第３の 14) 

 厚生労働大臣が定める基準（算定要件）に適合しているものとして市町村長に対し届出

を行った事業所は基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算できます。 

また、毎月末までに基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、市町村長からの求め

に応じて、提出しなければなりません。 

【厚生労働大臣が定める基準】・（留意事項通知 居:第３の 12） 

初回加算は、具体的には次のような場合に算定されます。 

① 新規※に居宅サービス計画を作成する場合 

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

③ 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場

合 

（※新規の考え方）【参考：厚生労働省介護サービスＱ＆Ａ：平 21.3.23】 

契約の有無に関わらず当該利用者について過去２月以上、当該事業所で居宅介護

支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定していない場合に、当該利用者に対

して居宅サービス計画を作成した場合を指します（介護予防支援も同様の扱いと

なります。）。 

（当該加算の趣旨） 

 当該加算制度は、次を実施している事業所を評価し、地域における事業所のケアマ

ネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。 

■ 中重度や支援困難ケースの積極的な対応 

■ 専門性の高い人材を確保 

  ■ 質の高いケアマネジメントを実施している 

（基本的取扱方針） 

対象となる事業所は、次に記載する、いわばモデル的な事業所であることが必要で

す。 

  ■ 公正中立性を確保し、サービス提供主体からも独立した事業所であること 

 ■ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置されていること 

  ■ どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されていること 
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（算定要件一覧） 

算定要件 
区分 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ａ 

(1)常勤専従の主任介護支援専門員を配置していること 

ただし、利用者に対する提供に支障がない場合は、当該事業所の他の職務を

兼務、または同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務は可 

2 以

上 

1 以

上 

1 以

上 

1 以

上 

(2)常勤専従の介護支援専門員を配置していること 

ただし、利用者に対する提供に支障がない場合は、当該事業所の他の職務を

兼務、または同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務は可 

※区分Ａは常勤 1 名以上＋常勤換算 1 名以上（少なくても合計３名が必要） 

3 以

上 

3 以

上 

2 以

上 

1 以

上＋ 

1※

以上 

(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達

等を目的とした会議（テレビ電話装置等の活用可）を定期的に開催すること 
必須 

(4)24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応す

る体制を確保していること 
必須 ＊ 

(5)算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、

要介護４又は要介護５である者の占める割合が 100 分の 40以上であること 

必

須 
- - ＊ 

(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に

研修を実施していること。 
必須 ＊ 

(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合において

も、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること 
必須 

(8)ヤングケアラーや、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対

象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加しているこ

と 

必須 

(9)特定事業所集中減算の適用を受けていないこと 必須 

(10)事業所において利用者数が介護支援専門員１人当たり 45 名未満（居宅

介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は 50 名未満）であること 
必須 

(11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に

関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること 
必須 ＊ 

(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修

会等を実施していること 
必須 ＊ 

(13)必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォー

マルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成し

ていること 

必須 

単位数：Ⅰ（519）、Ⅱ（421）、Ⅲ（323）、Ａ（114） 

＊：同一の居宅介護支援事業所との連携による実施も可 

算定要件一覧：厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」から抜粋、補記 
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（「厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針」等から） 

 ○ 算定要件(3)「会議」は少なくても次のような議事を含める必要があります。 

「現に抱える処遇困難ケースについての具体的な方針」 

「過去に取り扱ったケースについての及びその改善方策」 

「地域における事業者や活用できる社会資源の状況」 

「保健医療及び福祉に関する諸制度」 

「ケアマネジメントに関する技術」 

「利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針」 

「その他必要な事項」 

○ 算定要件(3)「会議」の議事については記録を作成し、５年間保存しなければなりま

せん。 

○ 算定要件(3)「会議」は、おおむね週１回以上必要です。 

○ 算定要件(6)「研修」は、介護支援専門員について個別具体的な研修目標、内容、研

修期間、実施時期等について毎年度次年度が始まる前に計画を定めなければなりま

せん。年度途中で届出をする場合は、届出を行うまでに計画を策定してください。 

○ 算定要件(6)「研修」は、管理者が介護支援専門員の研修目標達成状況について適宜

確認し、必要に応じて改善措置を講じなければなりません。 

○ 算定要件(11)「実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実

習」等に協力又は協力体制」は、研修実施主体と実習等の受入を行うことに同意し

ていることを書面等によって提示できるようにしなければなりません。 

 ○ 算定要件(12) 「法人と共同で事例検討会、研修会等」は、毎年度次年度が始まる前

に計画を定めなければなりません。年度途中で届出をする場合は、届出を行うまで

に計画を策定してください。 

○ 算定要件(13) 「多様な主体等が提供する生活支援のサービス」は、検討の結果ケア

プランに位置付けがなかった場合、当該理由を説明できるようにしておかなければ

なりません。（参考：厚生労働省介護サービスＱ＆Ａ：令３.3.26） 

 

(3) 特定事業所加算医療連携加算【報酬告示 居：別表ニ】 

厚生労働大臣が定める基準（算定要件）に適合しているものとして市町村長に対し届出

を行った事業所は１月につき所定単位数（125）を加算できます。 

【厚生労働大臣が定める基準】・（留意事項通知 居:第３の 15） 

次のいずれにも適合する必要があります。 

① 前々年度の３月から前年度の２月までの間に 

  ■ 退院・退所加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ、ⅡロまたはⅢに規定する情報提供を受け

た回数の合計が 35回以上あること 

 ■ ターミナルケアマネジメント加算を 15回以上算定していること 

 ② 特定事業所加算Ⅰ、ⅡまたはⅢを算定していること 
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（「厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針」等から） 

○ 退院・退所加算の算定実績要件は、加算の算定回数ではなく、算定に係る病院等の

連携回数となります。 

○ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績は要件に経過措置があります。 

令和７年３月 31日までの間：算定回数が５回以上 

令和７年４月１日から令和８年３月 31日までの間：次の計算結果※が 15回以上 

※ 令和６年３月における算定回数×３＋令和６年４から令和７年２月の間の算定回数 

 

(4) 入院時情報連携加算【報酬告示 居：別表ホ】 

利用者が病院または診療所に入院するに当たって、当該病院等の職員に対して、当該利

用者の必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従

い、利用者１人つき１月に１回を限度として所定単位数を加算できます。 

【厚生労働大臣が定める基準】・（留意事項通知 居:第３の 16） 

入院時情報連携加算は次を満たす場合算定できます。なお、入院日以前に情報提

供を行った場合も算定可能です。（令和６年度報酬改定Ｑ＆Ａ） 

■ 入院時情報連携加算Ⅰ（250） 

入院した日のうちに情報提供を行っていること（当該事業所の運営規程に定め

る営業時間終了後または営業日以外の日に入院した場合には、入院した日の翌

日を含む。） 

■ 入院時情報連携加算Ⅱ（200） 

入院した日の翌日又は翌々日にのうちに情報提供を行っていること（当該事業

所の運営規程に定める営業時間終了後に入院した場合であって、入院した日か

ら起算して３日目が当該事業所の営業日以外の日に当たるときは、営業日以外

の日の翌日を含む。） 

（必要な情報とは） 

■ 当該利用者の入院日、心身の状況（例えば疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等

の行動の有無など）、生活環境（例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方

法や家族介護者の状況など）及びサービスの利用状況をいいます。 

■ 情報提供を行った日時、場所（医療機関に出向いた場合）、内容、提供手段

（面接、ＦＡＸ等）等について、居宅サービス計画等に記録する必要がありま  

す。また、ＦＡＸ等の場合は先方が受けとったことを確認し、確認したことを

記録しなければなりません。（参考：厚生労働省介護サービスＱ＆Ａ：平

30.3.23） 

（情報提供した月にケアプランが作成されていない（サービス利用がない）場合） 

サービスを利用した翌月の 10日（前月の介護給付費の請求日）までに行った情報

提供は算定可能です。 

例えば、７月に情報提供を行ったが、７月にサービス利用がない場合においても、

６月にサービス提供がある場合は、７月 10 日までに行った情報提供は算定するこ

とができます。（参考：厚生労働省介護サービスＱ＆Ａ：平 21.3.23） 
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(5) 退院・退所加算【報酬告示 居：別表へ】（留意事項通知 居:第３の 17） 

病院若しくは診療所に入院していた者、または介護保険施設（地域密着型介護老人福祉

施設含む）に入所していた者（以下、「病院等」という。）が退院または退所し、居宅に

おいてサービスを利用する場合において次を満たす場合、別に厚生労働大臣が定める基

準に掲げる区分に従い、入院または入所期間中につき、１回を限度としてサービス利用

月に所定単位数を算定できます。 

（算定要件） 

○ 当該病院等の職員と面談※を行っていること 

○ 当該利用者に関する必要な情報を受けていること 

○ 情報を受けた上で、居宅サービス計画を作成していること 

○ サービス利用に関する調整を行っていること（利用開始月に調整を行う場合に限

る。） 

○ 初回加算を算定していないこと 

※面談はテレビ電話装置等を活用して行うことができます。ただし、利用者またはその

家族が参加する場合、この活用について同意を得なければなりません。 

【厚生労働大臣が定める基準】・（留意事項通知 居:第３の 17） 

退院・退所加算は、病院等の職員から必要な情報提供について次を満たす場合、

算定できます。 

■ 退院・退所加算Ⅰイ（450） 

   カンファレンス※以外の方法により１回受けていること 

■ 退院・退所加算Ⅰロ（600） 

   カンファレンス※の方法により１回受けていること 

■ 退院・退所加算Ⅱイ（600） 

   カンファレンス※以外の方法により２回受けていること 

■ 退院・退所加算Ⅱロ（750） 

   情報提供を２回受けており、うち１回はカンファレンス※の方法によること 

■ 退院・退所加算Ⅲ（900） 

情報提供を３回以上受けており、うち１回以上はカンファレンス※の方法によ

ること 

（その他留意事項） 

 ■ 同一日に情報提供を複数回受けた場合、またはカンファレンスに参加した場合

でも１回とします。 

  ■ 退院・退所後であっても退院後７日以内（退院日不算入（札幌市の取扱い））

に情報を得た場合には算定可能です。 

 ■ カンファレンス※に参加した場合は、カンファレンスの日時、開催場所、出席

者、内容の要点について居宅サービス計画等に記録し、利用者または家族に提

供した文書の写しを添付しなければなりません。 
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（※カンファレンスについて） 

① 病院または診療所の場合 

 診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２の注３の

要件（P58参照）を満たす必要があります。 

  ② 介護保険施設の場合 

  運営基準に基づき実施する入所者の援助及び居宅介護支援事業者への情報提供を

行う会議であって、基準で配置すべき従業員で必要な情報提供等を行うことがで

きる者及び入所者またはその家族が参加するものに限られます。 

①② いずれの場合も退院・退所後、福祉用具貸与が見込まれる場合、必要に応じ福

祉用具専門相談員や作業療法士等が参加する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

（算定可能な月）（参考：厚生労働省介護サービスＱ＆Ａ：平 21.3.23） 

利用者に関する必要な情報を得た上で居宅サービス計画を作成し、サービスの利

用調整を行った場合で、サービス利用を開始した月に当該加算を算定できます。 

退院後、必要な情報を得る前（入院前等）の居宅サービス計画にもとづきサービ

スを利用した場合、当該加算は算定できません。 

（退所後に一定期間サービス利用がなかった場合）（参考：厚生労働省介護サービス

Ｑ＆Ａ：平 21.3.23） 

一定期間サービス提供がなかった場合は、その間に利用者の状態像が変化するこ

とが想定されます。退院・退所日が属する日の翌月末までにサービス提供されな

かった場合は、当該加算は算定することができません。 

（病院から老健施設に入所した場合）（参考：厚生労働省介護サービスＱ＆Ａ：平

24.3.16） 

病院等と共有した情報に基づき居宅サービス計画を作成することにより、より適

切なサービスの提供が行われるものであることから、利用者の状態を適切に把握

できる直近の医療期間等との情報共有に対し評価すべきものであり、この場合

は、老健施設からの情報で算定します。 

（転院等前の情報）（参考：厚生労働省介護サービスＱ＆Ａ：平 24.4.25） 

原則、退院・退所前の医療機関等との情報共有に対し評価するものであるが、転

院・転所前の医療期間等から提供された情報であっても、居宅サービス計画に反

映すべき情報があれば、算定は可能です。なお、この場合においても退院・退所

前の医療期間等から情報提供を受けていることは必要となります。 
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(6) 通院時情報連携加算【報酬告示 居：別表ト】（留意事項通知 居:第３の 18） 

次を満たす場合、利用者１人につき１月に１回を限度として所定単位数（50）を算定で

きます。 

（算定要件） 

○ 利用者が病院または診療所において医師または歯科医師の診察を受けるときに介護

支援専門員が同席していること 

○ 医師または歯科医師に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等必要な情報提供

を行っていること 

○ 医師または歯科医師から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けていること 

○ 受けた情報を居宅サービス計画に記録していること 

○ 同席にあたっては、利用者の同意を得ていること 

○ 利用者に同席する旨、同席が診療の遂行に支障がないかどうかを事前に医療機関に

確認しておくこと（参考：厚生労働省介護サービスＱ＆Ａ：令 3.3.26） 

 

(7) 緊急時等居宅カンファレンス加算【報酬告示 居：別表チ】（留意事項通知 

居:第３の 19） 

利用者の病状が急変した場合や医療機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じ

た場合に実施されるカンファレンスであり、次を満たす場合、利用者１人につき１月に

２回を限度として所定単位数（200）を算定できます。 

（算定要件） 

 ○ 病院または診療所の求めによること 

（病院または診療所の場合のカンファレンス出席者（職種）について） 

診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２の注３ 

（職種） 

①：入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等 

②：介護支援専門員 

③：在宅療養担当医療機関の保険医、もしくは看護師等 

③：在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看

護師等（准看護師を除く）、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 

④：保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士 

④：保険薬局の保険薬剤師 

④：訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）、理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士 

 

■ ①から④の職種最低４名の出席者が必要です。（③④はいずれか１名以上） 

■ ③と④の看護師は別の者でなければなりません。 

■ ①と③の医療機関は別の医療機関でなければなりません。 
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○ 当該病院または診療所の医師または看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンフ

ァレンスを行っていること 

○ 必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、当該利用者に必要なサービス

の利用に関する調整を行うこと 

○ カンファレンスの実施日、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びカ

ンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記載していること 

 

(8) ターミナルケアマネジメント加算【報酬告示 居：別表リ】（留意事項通知 

居:第３の 20） 

在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものと

して市町村長に対し届出を行った事業所であって、次の要件を満たしている場合、１月

につき所定単位数（400）を加算できます。 

（算定要件） 

○ 終末期医療やケア方針に関する利用者またはその家族の意向を把握※していること 

   ※参考：厚生労働省ガイドライン https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html 

○ 死亡日及び死亡日前 14日以内に２日以上、利用者またはその家族の同意を得て当該

利用者の居宅を訪問していること 

○ 当該利用者の心身の状況等を記録し、主治医の医師及び居宅サービス計画に位置付

けたサービス事業者に提供していること 

【厚生労働大臣が定める基準】・（留意事項通知 居:第３の 20） 

ターミナルケアマネジメント加算については次を満たす場合、算定できます。 

■ ターミナルケアマネジメントを受けることを利用者が同意していること 

■ 24 時間連絡できる体制を確保していること 

■ 必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること 

（ターミナルケアマネジメント加算について） 

 ■ 死亡月で算定します。なお、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と死

亡月が異なる場合には、死亡月で加算します（本体報酬の算定がない月におい

てターミナルケアマネジメント加算の単独請求が可能です（令和５年３月 21

日厚生労働省事務連絡））。 

■ １人の利用者に対して１か所の事業所に限り算定できます。複数の事業所があ

る場合は、死亡日またはそれに最も近い日に利用したサービスを位置づけた居

宅サービス計画を作成した事業所が算定します。 

 ■ 利用者または家族が同意した時点以降は次の事項を記録していること 

  ・利用者等の心身や環境の変化、これらに対する支援の記録 

  ・主治の医師及びサービス事業者等と行った連絡調整に関する記録 

  ・利用者が回復の見込みがないことを確認した日及びその方法 

■ 死亡診断を目的として医療機関に搬送され、24時間以内に死亡が確認される 

場合は算定できます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html
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2. 介護予防支援費 

(1) 初回加算【報酬告示 予：別表ロ】 

次のほか、算定要件は居宅介護支援費 P52を参照してください。 

 

(2) 委託連携加算【報酬告示 予：別表ハ】 

地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業所が指定居宅介護支援事業

所に委託する際、次の要件に該当する場合は、当該委託を開始した日の属する月に限

り、利用者１人につき１回を限度として所定単位数（300）を加算することができま

す。 

（算定要件） 

○ 当該利用者に係る必要な情報を居宅介護支援事業所に提供していること 

○ 当該居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画作成等に協力していること 

  ※ 必要な情報の内容、提供した日を記録してください（札幌市の取扱い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委託で介護予防サービス計画作成する場合）（参考：厚生労働省介護サービスＱ

＆Ａ：平 18.3.27） 

 要介護者から要支援者に変更となり、従前担当していた居宅介護支援事業所が地

域包括支援センターから委託を受けて、新規に介護予防サービス計画を作成する

こととなった場合、算定は可能です。 

（委託している居宅支援事業所が変更となった場合）（参考：厚生労働省介護サー

ビスＱ＆Ａ：平 18.3.27） 

 委託している居宅介護支援事業所が変更となった場合は、当該介護予防支援事業

所として初めて当該利用者を担当するわけではないので、算定できません。 
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第 11 介護報酬（その他） 

 

1. 居宅介護支援費の請求について【留意事項通知 居：第３の１～４等】 

 

(1) 月の途中で、利用者が死亡、施設に入所した場合等 

死亡や入所等の時点で居宅介護支援を行っており、給付管理票を届け出ている事業所

が、居宅介護支援費を算定します。 

(2) 月の途中で、小規模多機能型居宅介護の利用を開始・終了した場合 

月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始・終了する場合、その月については、

居宅介護支援事業所が小規模多機能型居宅介護の利用分も含めて給付管理を行ってくだ

さい。 

(3) 月の途中で、居宅介護支援事業所が変更となった場合 

月末時点で居宅介護支援を行い、給付管理票を国保連合会に提出する事業者が算定する

ため、月の途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事業者についてのみ居宅介

護支援費の算定が可能です（他の市町村に転出する場合は除く）。 

(4) 月の途中で、要介護度に変更があった場合 

月末における要介護度区分に応じた報酬を請求してください。 

(5) 月の途中で、他の市町村に転出する場合 

転出の前後それぞれの支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理します。そのた

め、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の給付管理票を別々に作成します。 

その際、同一の居宅介護支援事業所が担当し、その際、それぞれの給付管理票を作成し

た場合でも、それぞれについて居宅介護支援費を算定することが可能です。 

(6) サービス利用票を作成した月において利用実績がない場合 

サービス利用票の作成が行われなかった場合、または利用実績がなかった場合は、居宅

介護支援費の算定はできません。ただし、給付管理票の作など請求に当たって必要な書

類の整備を行っている者で、以下の要件を満たす場合には算定が可能です。 

（看取り期で利用実績のない場合の算定要件） 

ア 病院若しくは診療所または介護保険施設から退院・退所する者 

イ 医師が回復の見込みがないと診断している者 

ウ 当該請求に係るケアプランに同意を得ている※ 

エ 請求月のサービス利用票（第６表）を事前に交付し、そのことを支援経過記録に記

載している※ 

オ 利用実績がなくなった経緯を支援経過記録に記載している※ 

カ モニタリング等を実施している場合は、記録している※ 

※は札幌市の取扱い 
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2. 介護保険サービスと障害福祉サービスの併用について 

介護保険の被保険者である障がい者は、サービスの内容や機能からみて、障害福祉サー

ビスに相当する介護保険サービスがある場合、基本的に、介護保険サービスを優先して

受けることになります。 

ただし、以下のような場合については、障害者総合支援法によるサービスを受けること

ができます。 

(1) 市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保すること

ができないと認められる場合等 

 ○ 在宅の障がい者で、申請に係る障害福祉サービスについて、当該市町村において適

当と認める支給量が介護保険の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約か

ら、介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合 

○ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定

員に空きがないなど、当該障害者が介護保険サービスを利用することが困難と市町

村が認める場合（当該事情が解消するまでの間に限る。） 

 

(2) 障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合 

○ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サー

ビス固有のものと認められるもの（同行援護、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就

労移行支援、就労継続支援等）については、障害福祉サービスの利用が可能となり

ます。 
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第 12 地域密着型サービスについて 

地域密着型サービスは、認知症高齢者や中重度の要介護高齢者が出来る限り住み慣

れた地域での生活が継続できるよう、平成 18 年４月の介護保険制度改正により創設さ

れたサービスです。ケアプランに位置付ける場合には、次の点に留意してください。 

(1) 地域密着型サービスとは 

○ 市町村が、事業者の指定や監督を行います。規模が小さいことから、利用者やそ

の家族のニーズにきめ細かく応えることができます。 

○ 通所介護事業所のうち、利用定員が 18 人以下の事業所は「地域密着型通所介

護」として、平成 28年４月より地域密着型サービスへ移行しました。 

 

 

 

 

 

(2) 地域密着型サービスの利用者について 

○ 地域密着型サービスは、札幌市の被保険者のみが利用できるサービスです。 

○ 札幌市が指定している地域密着型サービスをケアプランに位置付ける場合は、利

用者が札幌市の被保険者であることを必ず確認してください（市外から転入した

場合は、「転入日＝札幌市の被保険者となった日」とします）。札幌市の被保険者

でなかった場合、介護請求は行えない場合がありますので、ご注意ください。 

(3) 住所地特例対象者の特例について 

○ 住所地特例の対象者は、札幌市の地域密着型サービスを利用することができま

す。 

○ 住所地特例の対象者とは、「保険者は他市であるが、札幌市の住所地特例施設に

住んでおり、住民登録地が札幌市内の方」のことであり、住民登録地は変更する

必要がありますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護／夜間対応型訪問介護／地域密着型通所介護

／（介護予防）認知症対応型通所介護／（介護予防）小規模多機能型居宅介護／

看護小規模多機能型居宅介護／（介護予防）認知症対応型共同生活介護／地域密

着型介護老人福祉施設入所生活介護／地域密着型特定施設入居者生活介護／ 

住所地特例と適用除外施設について 

札幌市内の住所地特例の対象となる施設一覧を公開しています。 

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/k-131juushotitokurei.html 

 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

札幌市 

有料老人ホーム 

他市町村 

自宅 

転居 

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/k-131juushotitokurei.html
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第 13 介護報酬に関する主な指導事例等 

以下、介護報酬における主な指導事例等（お問合せ含む）を記載します。適切に算定さ

れていないまたは、要件を満たしていない場合は、介護給付費の返還が生じます。現在の

運営状況と照らし改善事項がないかご確認ください。 

 

1. 居宅介護支援費に関する指導事例等 

① 取扱件数の取扱い（逓減制） 

（指導等） 

     基本単位の居宅介護支援費（ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）を区分する取扱件数の算定方法は、利

用者の数等を当該事業所の常勤換算方法により算出した介護支援専門員の員数で除

して得た数（詳細は、P46 参照）によって、適正な居宅介護支援費の区分で算定し

てください。 

② 高齢者虐待防止未実施減算 

（指導等） 

     高齢者虐待が発生していない場合においても当該事業所が「検討委員会を定期的に

開催、指針の整備、年１回以上の研修の実施、担当者を置くこと」を講じていない

場合は、利用者全員について所定単位数から減算となります。 

③ 業務継続計画未実施減算 

（指導等） 

     当該事業所が感染症若しくは災害のいずれかまたは両方の業務継続計画が未作成の

場合、かつ当該業務継続計画に従い必要な措置（P11 参照）が講じられていない場

合は、利用者全員について所定単位数から減算（-1/100）となります。ただし、令

和７年３月 31日までの間は、減算は適用されません。 

④ 事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者に係る減算 

（指導等） 

「同一敷地内建物等」に居住する利用者については、効率的な居宅介護支援の提供

が可能であることを適切に評価する趣旨として、所定単位数から減算となります。

（事例）１か月の利用者がケアマネジャー一人あたり 50件を超えていたが、基本

単位の区分をすべて居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ）で算定していた。 

（事例）高齢者虐待防止に関する指針が作成されていなかった。 

（事例）業務継続計画について、災害に係る計画が作成されていなかった。 

（事例）当該事業所は有料老人ホームに併設され、利用者が当ホームにいるが、

減算（同一建物減算）していなかった。 
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なお、同一敷地内建物等でない場合においても「同一建物に 20 人以上居住する建

物」に居住する利用者がいる場合も同じく減算となります。 

⑤ 運営基準減算（あらかじめ説明、交付する事項） 

（指導等） 

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、「利用者は複

数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること」について

説明を行っていない場合、運営基準減算（P49）となります。 

⑥ 運営基準減算（新規、変更時のアセスメント等の未実施） 

（指導等） 

居宅サービス計画の新規作成及び変更にあたって、当該事業所の介護支援専門員が

利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合、運営基準減算

（P49）となります。新規作成及び変更にあたっては、このほか、サービス担当者

会議の開催等、居宅サービス計画の原案の内容について文書により利用者の同意を

得た上で、利用者及び担当者に交付していない場合も同様に運営基準減算（P49）

となります。ただし、軽微な変更に該当する場合は除きます。 

⑦ 運営基準減算（モニタリングの未実施） 

（指導等） 

居宅サービス計画の作成後、１月に１回、利用者の居宅を訪問することによって行

う方法等によって、居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリング）を行って

いない場合は、運営基準減算（P49）となります。また、モニタリングの結果を記

録していない状態が１月以上継続する場合も同様に減算となります。 

⑧ 特定事業所集中減算 

（指導等） 

（事例）「利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることが

できること」が重要事項説明書、その他文書に記載がなく、当該事項について、

あらかじめ利用者に交付、説明していなかった。 

（事例）居宅サービス計画の変更を行っているが、利用者の居宅を訪問し、利用

者及びその家族に面接していなかった。 

（事例）モニタリング実施の記録がなされていない月が１月以上ある利用者がい

る。 

（事例）対象サービスごとに最も紹介件数の多い「法人」を集計するところを、

「事業所」単位で集計していた。紹介件数を法人単位で再集計したところ、紹介

率最高法人が占める割合が 80％を超えていた 
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事業所ごとに判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介

護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護が位置づけられたもののうち、いずれ

かのサービスについて、「紹介率最高法人」が占める割合が 80%超えた場合は、減算

が適用となります（正当な理由の提出がある場合を除く、P50 参照）。 

⑨ 初回加算 

（指導等） 

   本件は、居宅サービス計画を軽微な変更で対応しており、当該利用者に対して新規

に居宅サービス計画を作成していないため、初回加算は算定できません。 

⑩ 特定事業所加算（人員要件） 

（指導等） 

   特定事業所加算（Ａ）の人員要件は、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援

専門員１名の合計２名と常勤換算法で１の合計３名以上が必要となります。 

⑪ 特定事業所加算（取下げ） 

（指導等） 

   （特定事業所加算に関わらず）加算は、１月を通して要件を満たしている必要があ

ります。要件を満たさなくなった月から当該加算は算定できません。人員要件に関

わらず、加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに加算を取下げる旨の届出

を行ってください。 

⑫ 特定事業所加算（介護支援専門員に対する研修） 

（指導等） 

   特定事業所加算を算定する事業所は、当該事業所の介護支援専門員について個別具

体的な研修目標、内容、研修期間、実施時期等について毎年度次年度が始まる前に

（事例）当該利用者について過去２月以上、当該事業所で居宅介護支援を提供し

ていない利用者に対して再度居宅介護支援の提供を行うこととなった。このと

き、居宅サービス計画を軽微な変更で対応し、初回加算を算定した。 

（事例）従業員３名で、特定事業所加算（Ⅲ）を算定していた事業所が、従業員

の退職によって２名となった。当該事業所は特定事業所加算（Ａ）の算定に係る

体制届出を行った。 

（事例）事業所として従業員全体に対する研修は実施されていたが、介護支援専

門員に対する計画的な研修が実施されていなかった。 

（事例）従業員３名で、特定事業所加算（Ⅲ）を算定していた事業所が、従業員

が月の途中に退職によって人員要件を満たさなくなったが、退職月について加算

を算定していた。 
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計画を定め、実施しなければなりません。年度途中で届出をする場合は、届出を行

うまでに計画を策定してください。 

⑬ 特定事業所加算（研修に対する管理者の確認） 

（指導等） 

   特定事業所加算を算定する事業所は、管理者が介護支援専門員の研修目標達成状況

について適宜確認し、必要に応じて改善措置を講じなければなりません。 

⑭ 特定事業所加算（他法人との共同による事例検討会等） 

（指導等） 

   特定事業所加算を算定する事業所は、地域における事業所のケアマネジメントの質

の向上に資するため、法人と共同で事例検討会、研修会等を実施しなければなりま

せん。また、事例検討会等は、毎年度次年度が始まる前に計画を定めなければなり

ません。年度途中で届出をする場合は届出を行うまでに計画を策定してください。 

⑮ 入院時情報連携加算（情報連携の確認） 

（指導等） 

   入院時情報連携加算は、情報提供を行った日時、場所（医療機関に出向いた場

合）、内容、提供手段（面接、ＦＡＸ等）等について、居宅サービス計画等に記録

する必要があります。また、ＦＡＸ等の場合は先方が受けとったことを確認し、確

認したことを記録しなければなりません。 

⑯ 入院時情報連携加算（算定区分） 

（指導等） 

   本件は、入院時情報連携加算（Ⅰ）を満たします。（Ⅱ）の算定は、入院した日の

翌日又は翌々日にのうちに情報提供を行っている場合になります。 

（事例）介護支援専門員に対する計画的な研修は実施されていたが、研修目標の

達成状況について管理者が確認した記録がなかった。 

（事例）当該事業所は他法人等が行う事例検討会に参加していたが、共同による

事例検討会、研修会等を実施していなかった。 

（事例）医療機関に郵送で情報提供を行ったが、医療機関が受け取ったことを確

認したことの記録がなかった。 

（事例）利用者の入院当日に情報提供を行っていたが、入院時情報連携加算

（Ⅱ）を算定していた。 
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⑰ 退院・退所加算（居宅サービス計画の作成） 

（指導等） 

   退院・退所加算は、医療と介護の連携・推進を図る観点から、退院・退所時に医療

機関等と利用者に関する情報共有等を行う際の評価を行うものです。退院・退所後

に、医療機関と共有した情報が反映されていない入院前のケアプランにもとづきサ

ービスを利用した場合は、当該加算は算定できません。 

⑱ 退院・退所加算（カンファレンス要件） 

（指導等） 

   退院・退所加算におけるカンファレンスとは、「診療報酬の算定方法（平成 20年厚

生労働省告示第 59号）別表第１医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２の注

３」の要件を満たす必要があります（P57）。 

⑲ 退院・退所加算（医療機関等の職員との面談） 

（指導等） 

   退院・退所加算においてカンファレンス以外の情報提供にもとづき算定する場合

は、当該病院等の職員と面談により当該利用者に関する必要な情報を受けなければ

なりません（「新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いによる」面談以外

の方法による算定は、令和５年５月８日以降は不可となります。）。 

 

2. 介護予防支援に関する指導事例等 

① 委託連携加算 

（指導等） 

  委託連携加算は委託にあたって「必要な情報の提供」「介護予防サービス計画作成等

に協力」していることが要件となります。少なくても情報の内容（情報の内容に特段

の定めはありません）、提供した日を記録してください。 

（事例）利用者の退院にあたり、医療機関の職員から必要な情報を面談により得

ていたが、退所後も入院前のケアプランによるサービス提供を行っており、新た

なケアプランを作成していなかった。 

（事例）退院・退所加算（Ⅱ）・ロを算定していたが、情報提供を受けたカンファ

レンスの要件が満たされていなかった。 

（事例）退院・退所加算（Ⅰ）・イを算定していたが、必要な情報提供を当該病院

等の職員と面談により受けていなかった。 

（事例）居宅介護支援事業所に必要な情報提供を提供し、介護予防サービス計画

作成等に協力していることが確認できなかった。 
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第 14 変更の届出、加算の届出、廃止・休止の届出等 

事業者は、事業所の名称や所在地などの届出事項に変更があったとき、加算や減算

などの介護給付費算定に係る体制に変更があったとき、事業を廃止又は休止しようと

するときは、届出を行うことが介護保険法により義務付けられています。 

届出の方法や期限についてはあらかじめ確認しておき、届出が必要な事項が発生し

た場合には、速やかに届出を行ってください。 

 

(1) 変更届 

事業者は、事業所の名称や所在地などの指定申請時の届出事項に変更があったときは

変更届出書及び添付書類を変更があった日から 10日以内に提出してください。 

届出項目、事前協議が必要な事項、添付資料や様式はこちらを参照してください。 

URL：https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/hennkou.html 

（2）加算に関する届出 

○ 体制に関する加算を算定する場合の届出日と算定開始月は次のとおりとなります。 

毎月 15 日以前に届出→翌月から算定可能 

毎月 16 日以後に届出→翌々月から算定可能 

○ 月を通して算定要件を満たさなくなる場合、速やかに加算を取下げる旨の届出を行

ってください。 

上記に関する必要な添付資料や様式はこちらを参照してください。 

URL：https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/taisei-todokede.html 

（3）廃止・休止届、再開の届出 

○ 廃止または休止しようとするときは、必ず事前相談を行なった上、廃止または休止

しようとする１か月前までに「廃止・休止届出書」を提出してください。 

○ 休止している事業所が、再開しようとするときは、再開後 10日以内に「再開届出

書」を提出してください。 

上記に関する必要な添付資料や様式はこちらを参照してください。 

URL：https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k_haishi.html 

（4）メールアドレスの登録 

  介護事業所・施設向けに介護保険に関する通知や依頼事項等、本市からのお知らせは

原則、電子メールで行っています。登録している電子メールアドレスに変更がある場

合は、次のサイトから登録を行ってください。 

URL：https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/testmail.html 

  

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/hennkou.html
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/taisei-todokede.html
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k_haishi.html
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/testmail.html
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（5）介護事業者から介護保険課（事業指導担当）へのお問い合わせについて 

  当担当課では適切な回答管理のため、介護事業者向けのお問い合わせ用のスマート申請

サイトを開設しています（令和６年４月 16 日）。お問い合せについては、当サイトから

行ってください。また、関係職員への周知について重ねてお願いいたします。 

お問い合わせ用スマート申請サイトは、次の①②いずれかからログインできます。 

① 本市ホームページ「介護事業者のみなさまへ」（下段）からログインする方法 

「介護事業者のみなさまへ」 

URL：https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k200index.html 

② 直接お問い合わせフォームサイトにログインする方法 

URL：https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/QA 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k200index.html
https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/QA

